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　ある社会の市民によって多様な教説が信じられ
ている場合に，いかにして正統な政治権力行使は
可能か。これは，一方で諸教説の「適理的多元性
の事実（the fact of reasonable pluralism）」（Rawls 

［27］: 36-37）によって特徴づけられ，他方で政治
社会を成立せしめる政治権力を必要とするリベラ
ルデモクラシーの社会における喫緊の問いであろ
う。「公共的理性リベラリズム（public reason 
liberalism）」はこの問いに対し，全ての適理的な

（reasonable）市民に対して正当化可能な──公
共的に正当化可能な──政治権力行使のみが正統
であると応答する⑴。政治権力の正統性を公共的
正当化可能性に基礎づけるこの原理を「公共的正
当化原理（Public Justification Principle）」（以下，

「PJP」と表記）と呼ぼう。
　公共的理性リベラリズムの最もポピュラーな構
想はジョン・ロールズの『政治的リベラリズム』

（Rawls［27］）に始まる「コンセンサス公共的理
性リベラリズム」（以下，「コンセンサスリベラリ
ズム」と表記）である⑵。これに対し近年，この
構想に対する有力なオルタナティブとして「コン
バージェンス公共的理性リベラリズム」（以下，

「コンバージェンスリベラリズム」と表記）と呼
ばれる構想がジェラルド・ガウスやケヴィン・ヴ
ァリアなどによって提唱されてきている⑶。この
構想は，PJP を理論の核心に据える点でコンセン
サスリベラリズムと共通している一方，より多様
な教説を理論の射程内に包摂しようとする点でそ

れとの差別化も図っている。コンバージェンスリ
ベラルによれば，コンセンサスリベラリズムは公
共的正当化の名宛人を過度に理想化し，また公共
的正当化に使用可能な理由を不必要に制限するこ
とにより自由な社会における教説の多元性に向き
合うことに失敗する。反対にコンバージェンスリ
ベラルは公共的正当化の名宛人に対し穏当な

（moderate）理想化のみを行い，また公共的正当
化に使用可能な理由の範囲を拡張する。コンバー
ジェンスリベラリズムが整合的な理論でありうる
のならば，それはリベラルな社会における教説の
多元性により感応的な形で公共的理性リベラリズ
ムをアップデートできるであろう。
　しかしながら本稿は，コンバージェンスリベラ
リズムは「自己論駁批判（the self-defeat objec-
tion）」に応答できないため退けられると論ずる。
自己論駁批判によれば，PJP は政治権力行使が公
共的に正当化可能であることを要請する一方で，
それ自体がそもそも論争的であって公共的には正
当化されえないため自己論駁的である⑷。換言す
れば，PJP がそれ自体 PJP を満たすことを要請
する「再帰性要件（the reflexivity requirement）」
を PJP が満たせないため公共的理性リベラリズ
ムは自己論駁に陥る⑸。この批判は公共的理性リ
ベラリズムの個別の構想ではなくその共通の核心
的原理である PJP を標的とし，また理論の細部
を標的とするのではなく理論全体が自己論駁的で
あると指摘する点で根本的である。
　この批判に対する応答は二種類考えられる。第
一のものは，再帰性要件が PJP に適用されるこ
とを認めた上で，PJP は実際に公共的に正当化可
能であると主張する。しかしながらこの応答はコ
ンバージェンスリベラリズムには不可能だと思わ
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れる上，実際にいずれのコンバージェンスリベラ
ルもこの応答を採用していない。というのも，コ
ンバージェンスリベラリズムは公共的正当化の名
宛人に対して穏当な理想化のみを行うのであるが，
穏当に理想化されただけのあらゆる市民が PJP
を受容するとは考えにくいためである。従ってコ
ンバージェンスリベラルは，再帰性要件はそもそ
も PJP には適用されず，そのため PJP が公共的
に正当化可能である必要はないとする第二の応答
を採用しなければならない。
　本稿は，再帰性要件は PJP に適用されないと
主張する以下三種類の戦略を検討し，それら全て
が失敗することを示すことにより，コンバージェ
ンスリベラリズムは自己論駁を免れないことを示
す。第一の戦略は，PJP は我々が既に深くコミッ
トしている道徳的実践の哲学的描写であり，合理
的に退けられうるものではないために，公共的に
正当化される必要はないと主張する。第二の戦略
によれば，PJP は政治的アレンジメントにのみ適
用されるが，PJP それ自体は政治的アレンジメン
トではないために，自己論駁批判はカテゴリーミ
ステイクを犯している。第三の戦略は，真に正し
い正統性の原理についての適理的不合意はコンバ
ージェンスリベラリズムに対して何らの問題も引
き起こさないと主張する。
　本稿の構成は以下の通りである。第一節ではま
ず PJP について概説した後に，コンバージェン
スリベラリズムが採用する PJP のバージョンを
定式化する。第二節では，コンバージェンスリベ
ラリズムに対する自己論駁批判について概説する。
第三節から第五節では，コンバージェンスリベラ
ルによってこれまで提示されてきた，PJP に対す
る再帰性要件の適用を否定する三つの戦略を順に
検討し，それらがいずれも成功しないことを示す。

1.　�コンバージェンスリベラリズムと�
コンバージェンスPJP

　本節では，コンバージェンスリベラリズムが採
用する公共的正当化原理（PJP）のバージョンを
定式化する。以下ではまず，公共的理性リベラリ
ズム一般の核心的原理である PJP について概説
する。続いてコンバージェンスリベラリズムにお

ける PJP のバージョンを，コンセンサスリベラ
リズムの PJP と対照させながら定式化する。

1. 1　PJP とは何か
　公共的理性リベラリズム一般の核心的原理であ
る PJP は，次のように定式化できる。

公共的正当化原理（PJP）：政治的アレンジ
メントは，それが全ての適理的市民に対して
正当化可能である場合にのみ正統である。

　始めに，この原理に用いられている二つのター
ムの意味を明確にしておきたい。第一に説明が必
要であるのは「政治的アレンジメント」というタ
ームである。何が実際に公共的に正当化されなけ
ればならないかは公共的理性リベラリズムの構想
に応じて異なる。例えばよく知られているように
ロールズ（Rawls ［27］: 214-216）は，公共的正
当化の要請は「憲法の必須事項」及び「基本的正
義の問題」にのみ適用されると考えていた。これ
に対し他の公共的理性リベラルは政治的決定手続
や個別の法などを公共的正当化の対象に据えてい
る⑹。本稿ではスティーブン・ウォール（Wall 

［36］: 386）の用語法に従い，これら公共的理性リ
ベラルによって公共的正当化の対象とされている
ものを総称して「政治的アレンジメント」と呼ぶ。
第二に，政治的アレンジメントが「正統」である
ことの意味についてである。「正統性」というタ
ームは様々な意味を持ちうるが，本稿ではそれを

「権力行使の道徳的許容可能性」を意味するもの
として用いる。従って，政治的アレンジメントが
正統である場合には，それに基づいて政治権力を
行使することが道徳的に許容可能となる。
　続いて PJP の実質的な説明に移ろう。PJP を
基礎づける基本的洞察は以下の二つである。第一
に，公共的理性リベラリズムはロールズが「適理
的多元性の事実」（Rawls ［27］: 36-37）と呼んだ，
社会に存在する適理的教説の多元性を理論構築の
出発点に据える。適理的多元性の事実とは，自由
な制度の下では，誠実に理性を行使する市民が信
じる道徳的・哲学的・宗教的教説は一つに収斂す
ることはなく，むしろ多様で両立不可能な諸教説
が並存する事実を意味する。この事実は自由な制
度の自然な帰結であり，自由な制度と相容れない
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強制力の行使によってのみ除去可能であるため，
リベラリズムの理論はこの事実を単に否定するの
ではなく，理論構築の前提に据えなければならな
い。
　第二に，正当化不可能な強制の許容不可能性に
ついての洞察である。公共的理性リベラリズムは，
適理的な市民が，その人の持つ教説に照らして受
容可能な正当化を欠いた政治的アレンジメントに
よって強制されることは道徳的に許容不可能であ
るという洞察を共有している。というのも，適理
的市民に対するその種の強制は，自由で平等な存
在として市民を処遇するというリベラリズムの根
本的コミットメントと矛盾するためである。市民
を自由で平等な道徳的人格として尊重することは，
公共的に正当化可能な政治的アレンジメントを要
求する⑺。この洞察が前述の適理的多元性の事実
の承認と結びつくことにより，リベラルな社会に
不可避的に存在する多元的な適理的教説の各々に
対して正当化可能な政治的アレンジメントに基づ
く政治権力行使のみが正統であるとする PJP が
引き出される。
　PJP の特徴は，異なる正統化条件を提示する二
つの原理と対比させることによってよりよく理解
できる。第一に，PJP は「正しさ基底的正当化

（correctness-based justification）」原理と区別さ
れる⑻。正しさ基底的正当化原理によれば，全て
の適理的な市民が受容可能であるか否かに関わら
ず，当該の政治的アレンジメントが正しいことを
示すしっかりとした正当化が存在する場合に，そ
のアレンジメントは正統である。従ってこの原理
によれば，政治的アレンジメントの正統性の基準
は正しさ

0 0 0

であって，公共的正当化可能性
0 0 0 0 0 0 0 0 0

ではない。
これに対し，PJP は全ての適理的な市民が当該の
政治的アレンジメントを受容可能である場合にの
み正統であるとする。従って，仮に所与のアレン
ジメントが真に正しいものであるとしても，それ
が公共的に正当化不可能であるならば正統ではな
い。
　第二に，PJP は「実際の受容（actual accep-
tance）」原理とも区別される。実際の受容原理に
よれば，政治的アレンジメントは市民が実際にそ
れを受容する場合にのみ正統である。従ってこの
原理によれば，政治的アレンジメントの正統性の
基準は市民の意思

0 0

である。この原理は，市民の側

の単なる誤謬や道徳的に悪辣な市民による拒否権
の行使によってもアレンジメントの正統性が毀損
されてしまう点で直観的な弱みを抱えている。反
対に，公共的理性リベラリズムにおける正当化の
名宛人は理想化された現実の市民である「適理的
市民」であり，理想化によって名宛人が特定の価
値や規範を受容していることや一定程度の推論能
力や情報を保持していることが前提とされるため，
実際の受容原理が抱える弱みは回避される。従っ
て，PJP は市民の側におけるアレンジメントの実
際の受容ではなく，適理的受容可能性

0 0 0 0 0 0 0 0

を要求する。
PJP は理想化された市民に対する受容可能性に着
目する点で，「実際の同意論」と区別される「仮
説の同意論」の一種である。

1. 2　コンバージェンスリベラリズムにおけるPJP
　PJP は公共的理性リベラリズムの全ての構想に
共通する抽象的な原理であり，公共的理性リベラ
リズムの個別の構想は，各々の立場に適合させる
ために肉づけされた独自の PJP を保持する。本
稿で検討するコンバージェンスリベラリズムの
PJP（以下，「コンバージェンス PJP」と表記）は，
それがメインストリームの構想であるコンセンサ
スリベラリズムの PJP（以下，「コンセンサス
PJP」と表記）に施した二つの修正によって特徴
づけられる。
　コンセンサス PJP の第一の特徴は，公共的正
当化の名宛人となる市民を大きく理想化する点に
存する。例えば主要なコンセンサスリベラルであ
るジョナサン・クォンは，公共的正当化の名宛人
となる適理的市民が「自由で平等な人格の観念や
市民の間での財やアドバンテージの分配における
公正さに対する一般的コミットメントなど」を意
味する「特定の基本的なリベラルな規範に既にコ

0 0 0

ミットしている
0 0 0 0 0 0 0

」（Quong ［25］: 5 ──強調原文）
ことを前提とする。従って，クォンの公共的理性
リベラリズムは「根本的であるが相当程度抽象的
な特定のリベラルな諸価値にコミットしている理

0

想化された
0 0 0 0 0

諸人格の名宛人の間で政治権力の公共
的正当化がいかにして可能であるかを説明する理
論」（ibid. ──強調原文）として理解される。こ
のように，正当化の名宛人が既にリベラルな規範
にコミットしていることが前提とされる点で，コ
ンセンサス PJP の名宛人は大きく理想化されて
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いる。
　コンセンサス PJP の第二の特徴は，政治的ア
レンジメントが全ての適理的市民によって共有さ
れている理由（公共的理由）に基づいて正当化さ
れることを要求する点に求められる。換言すれば，
政治的アレンジメントは全ての適理的市民による

「コンセンサス」が成立する理由を用いて正当化
されなければならない。従ってコンセンサス PJP
では，アレンジメントの正当化に非公共的理由
──例えば適理的市民が共有していない宗教的理
由──を持ち出すことは禁じられる。この点に従
い，コンセンサス PJP は政治的正当化に使用可
能な理由に「アクセシビリティ要件」（Vallier 

［33］: 108）をかける。それによれば，アレンジメ
ントの正当化に用いられる理由は，全ての適理的
市民が自らの教説に照らして妥当であると認める
ことができるという意味で「アクセシブル」な理
由でなければならない。
　以上二つの特徴を持つコンセンサス PJP は次
のように定式化できる。

コンセンサス PJP：政治的アレンジメントは，
それが全ての大きく理想化された適理的市民
にとってアクセシブルな理由に基づいて正当
化可能である場合にのみ正統である。

　コンバージェンスリベラルは，リベラルな社会
に不可避的に存在する教説の多元性に向き合うこ
とに失敗しているとコンセンサス PJP を批判し，
上述の二つの特徴の両方を修正する⑼。第一に，
コンバージェンスリベラリズムはコンセンサス
PJP における名宛人の理想化を「ラディカルな理
想化」と呼んで批判する。この批判によれば，リ
ベラルな社会には非常に多様な教説が存在するの
であり，その中にはクォンのいう「基本的なリベ
ラルな規範」にコミットしていないという意味で
リベラルではない教説や，その規範自体は拒絶し
ないもののそれに特別大きな重みを与えていない
教説も多く存在する。従って，コンセンサス PJP
が行うラディカルな理想化は現実社会に存在する
教説的多元性を捨象してしまう点で排除的である。
これに対しコンバージェンス PJP は正当化の名
宛人に「穏当な理想化」のみを施す。この修正は，
現実の市民が犯す明白な推論上の誤りや簡単に入

手可能な経験的証拠の看過を理想化によって回避
する一方で，現実世界に存在する広い範囲の教説
的多元性を理想化された名宛人の間でも維持する
ことを目的とする。一例を挙げれば，ガウスは名
宛人の評価基準と推論能力は，現実世界の市民が

「相当程度の（respectable amount of）」（Gaus 
［14］: 249）推論に従事する場合には名宛人の推論
を理解することが可能である範囲までしか理想化
されてはならないと主張する。
　コンバージェンスリベラルは第二に，アクセシ
ビリティ要件も排除的であるとして批判する。コ
ンバージェンスリベラルによれば，市民は他の適
理的市民と共有する公共的理由以外に非公共的理
由（例えば宗教的理由）保持しており，市民にと
っては後者の理由が決定的に重要であるかもしれ
ない。しかしながら，アクセシビリティ要件は政
治的正当化からの非公共的理由の排除を求める。
そのためこの要件は，市民が真に重要であると考
えうる種類の理由を公共的正当化から排除する点
で排除的であり，かつこの種の正当化は，市民が
公共的理由のみならず自らが持つ理由の総体を考
慮に入れた場合には覆されうる点で不安定でもあ
る（ibid.: 39）。これに対してコンバージェンス
PJP は，所与の政治的アレンジメントが，適理的
市民によって共有されていない理由を含む市民の
持つ理由の総体に照らして個別の市民に対して正
当化可能であることのみを要請する。そのため例
えば市民がアレンジメントを非公共的理由から受
容する場合にも，その市民に対するアレンジメン
トの正当化は成功しているとカウントされること
となる。従って，コンバージェンスリベラリズム
においては，各々の市民の持つ理由の総体に照ら
した受容が「コンバージ（収斂）」する政治的ア
レンジメントのみが正統であるとされる。
　これに関連し，コンバージェンス PJP は公共
的正当化に使用可能な理由に対しアクセシビリテ
ィ要件ではなく「インテリジビリティ要件」

（Vallier ［33］: 106）のみをかける。この要件は，
所与の個人が持つ教説に鑑みて認識的に正当化さ
れていることが他の適理的市民によって見て取る
ことができるという意味で「インテリジブル」な
理由のみが公共的正当化に使用可能であるとする。
例を挙げよう。ポルノグラフィの規制に，フェミ
ニストがジェンダー平等の理由から，またキリス
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ト教徒が禁欲の宗教的理由から賛成している状況
を考えてみる⑽。この場合，双方にとってアクセ
シブルな理由は存在しない一方で，キリスト教徒
が宗教的理由から規制に賛成することをフェミニ
ストが理解可能であり，逆もまた然りなのであれ
ば，インテリジブルな理由は二つ存在する。従っ
て，この要件の下では政治的正当化に使用可能な
理由の範囲はアクセシビリティ要件と比べて大き
く拡張される。
　以上の議論を受けて，コンバージェンス PJP
は次のように定式化できる。

コンバージェンス PJP：政治的アレンジメン
トは，それが各々の穏当に理想化された市民
のインテリジブルな理由に基づいて正当化可
能である場合にのみ正統である。⑾

　最後にコンバージェンスリベラリズム一般に共
通する理論の正当化理由（rationale）を確認して
おきたい。上述のように，コンバージェンスリベ
ラリズムは社会に存在する教説的多元性により感
応的な形で理論を構築することによってコンセン
サスリベラリズムとの差別化を図っているが，こ
の方向性はコンバージェンスリベラリズムの「道
徳的権威主義の回避（avoidance of moral author-
itarianism）」という正当化理由に由来する。ガウ
スの言葉を用いて説明しよう。ガウスによれば，
コンバージェンスリベラリズムは「道徳的人格は
全て道徳性が自らに課す要求の等しく権威的な解
釈者である」（Gaus ［14］: 15）との発想から出発
する。道徳的人格が道徳性の要求の平等な解釈者
であるならば，ある人が自らの道徳の解釈を権威
的なものとして他者に押しつけることは，自らを
道徳性の要請の優越的な解釈者として提示するこ
とを意味するため，「道徳の平等な解釈者に対す
る尊重の欠如を表明する」（ibid.: 17）という意味
で「権威主義的（authoritarian）」（ibid.: 16）で
ある。従って，「他者を自由で平等な道徳的人格
として尊重するという観念は，他者自身が受容す
る理由を持たない物事を行うよう要求する道徳的
権威の主張を差し控える」（ibid.: 19）ことにより

「道徳的権威主義」を回避することを要請する。
道徳的権威主義の回避がコンバージェンス PJP
の正当化理由であるとのガウスのこの説明は，後

にその議論を検討するガウス以外のコンバージェ
ンスリベラルやその批判者の間での共通了解とな
っている⑿。
　本節では，PJP について概説し，コンバージェ
ンス PJP を定式化した。次節では，本稿が検討
するコンバージェンスリベラリズムに対する自己
論駁批判について論ずる。

2.　�コンバージェンスリベラリズムに�
対する自己論駁批判

　公共的理性リベラリズムには，その個別の構想
に対するものを含め様々な批判が存在するが，そ
の中で最も根本的なものが自己論駁批判である。
その基本的発想は，公共的に正当化可能な政治的
アレンジメントを探求する点で論争性の回避を意
図する公共的理性リベラリズムそれ自体が論争的
である点で矛盾を抱えているというものである。
より具体的に言えば，公共的理性リベラリズムの
核心的原理である PJP は，政治的アレンジメン
トの公共的正当化可能性を求める一方で，PJP そ
れ自体が論争的な原理であって公共的に正当化さ
れえないために，公共的理性リベラリズムは自己
論駁的である。このように，PJP がそれ自体 PJP
を満たさなければならないという要件を「再帰性
要件」と呼ぼう。自己論駁批判によれば，PJP は
再帰性要件を満たすことができないために自己論
駁に陥る。
　もし PJP が再帰性要件を満たさなければなら
ないのであれば，これは公共的理性リベラリズム
を窮地に陥れるように思われる。なぜなら，適理
的多元性の事実を所与とすれば，PJP それ自体は
論争的な原理であるように思われるためである。
この点について例えばデイビッド・イーノック

（Enoch ［9］: 170）は「公共的理性の伝統に伏在
する主要な観念は……公共的理性の理論がそこか
ら（ある程度）抽象しようと試みている何らかの
一階の見解と同様に論争的である」と批判する。
公共的理性リベラリズムの批判者である哲学者の
多くは前述の正しさ基底的正当化原理を奉じてお
り⒀，従って PJP を退けているが，これらの批判
者を「非

アンリーズナブル

適理的」とみなすことは，少なくとも
「適

リーズナブル

理的」という言葉の通常の語感を前提とする
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ならば奇妙である。これらの哲学者が実際に適理
的であるならば，PJP は公共的に正当化されない
こととなり，公共的理性リベラリズムは自己論駁
に陥ってしまう。
　コンバージェンス PJP に対する自己論駁批判
は次のように定式化できる。

コンバージェンスPJPに対する自己論駁批判：
（1） 政治的アレンジメントは，それが各々の

穏当に理想化された市民のインテリジブ
ルな理由に基づいて正当化可能である場
合にのみ正統である。（コンバージェン
ス PJP）

（2） コンバージェンス PJP はそれ自体全て
の穏当に理想化された市民に対して正当
化可能でなければならない。そうでない
のならば，それは自己論駁的である。（再
帰性要件）

（3） 一部の穏当に理想化された市民はコンバ
ージェンス PJP を退ける。従って，コ
ンバージェンス PJP は公共的に正当化
可能ではない。

（C） コンバージェンス PJP は自己論駁的で
ある［（2），（3）］⒁

　この批判に対しては二つの応答が考えられる。
第一の応答は（2）を認める一方で（3）を退ける。
つまりこの応答は，PJP に対して再帰性要件が適
用されることを認めながらも，コンバージェンス
PJP は実際に公共的に正当化可能であると主張す
る⒂。しかしながら，穏当に理想化されただけの
あらゆる市民がコンバージェンス PJP を受容す
るとは考えにくいため，この応答方法は採用不可
能であるように思われるのに加え，実際にどのコ
ンバージェンスリベラルもこの戦略を採用してい
ない。仮にこの応答方法を採用するのであれば，
例えば正しさ基底的正当化原理の支持者は穏当な
理想化の結果存在しなくなるという困難な主張を
行わなければならなくなる。従って，コンバージ
ェンスリベラルは（2）を退ける第二の応答方法
を採用しなければならない。つまり，コンバージ
ェンス PJP それ自体が公共的に正当化されなけ
ればならないと主張する再帰性要件を退けるとい
う応答方法である⒃。

　自己論駁批判を検討する際には，いずれも自己
論駁の問題と呼ばれうる三つの問題を区別するこ
とが重要である⒄。第一の問題は「自己矛盾」の
問題である。この問題は，所与の命題の真理がそ
の命題の偽性を含意する場合に生ずる。例えば

「この命題は偽である」という命題は，その真理
が偽性を含意するために自己矛盾に陥っている。
第二の問題は「自己適用」の問題である。この問
題は，命題それ自体がその命題自体が適用される
対象に属すことに加え，命題が自ら規定するテス
トをクリアすることができない場合に生じる。例
えば，「全てのルールは公示されていなければな
らない」というルールは，それ自体ルールである
ために自らの適用対象に属し，仮にこのルールが
公示されていない場合には自己適用を受け自己論
駁に陥る⒅。第三の問題は「内的不整合」の問題
である。この問題は理論のそもそもの正当化理由
が理論自体の内容と不整合をきたす場合に生じる。
コンバージェンスリベラリズムについていえば，
道徳的権威主義の回避という正当化理由と明確に
矛盾する含意を理論が持つ場合には内的不整合の
問題が生ずる。
　コンバージェンス PJP はその真理が偽性を含
意するような類の原理ではないため，第一の自己
矛盾の問題には脅かされない。従って，コンバー
ジェンスリベラリズムに対する自己論駁批判にお
いてレリバントとなるのは自己適用と内的不整合
の問題のみである。ここで注意が必要なのは，コ
ンバージェンスリベラリズムが自己適用の問題を
回避可能であっても，再帰性要件を退けることが
内的不整合の問題を引き起こす可能性があるため
に，自己論駁を免れない可能性があることである。
これは，再帰性要件を退けることが道徳的権威主
義の回避と不整合をきたすことを意味する。この
点は，第四節で詳述するように，コンバージェン
ス PJP が自己適用の問題を回避することができ
る点のみを指摘することによって自己論駁批判が
失敗すると主張している論者が一部存在するため
に重要である。
　以上，コンバージェンス PJP に対する自己論
駁批判について概説した。以下では三節にわたり，
この批判に対するコンバージェンスリベラリズム
からの三つの応答を検討する。
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3.　�第一の戦略：コンバージェンス PJP は
我々が既にコミットしている道徳的実践
の哲学的記述である──ジェラルド・ガ
ウスの自動的正当化アーギュメント

　PJP の再帰性を否定する第一の戦略によれば，
PJP は我々が既にコミットしている道徳的実践の
哲学的記述であり，それを退けることは不合理で
あるため公共的に正当化される必要もなく既に正
当化されている。この戦略は主要なコンバージェ
ンスリベラルであるジェラルド・ガウスにより展
開されている⒆。ガウスによれば，彼のコンバー
ジェンス PJP の構想は我々の生に深く根ざして
いる「反応的態度（reactive attitude）」の道徳的
実践の哲学的記述である⒇。我々は反応的態度の
実践に既に深くコミットしており，それを退ける
ことはその実践に依存する全ての価値を放棄する
ことを意味するため不合理である。このように，
道徳的実践に根差していることから公共的正当化
を経ずに自動的に PJP が正当化されるとするこ
のアーギュメントを「自動的正当化アーギュメン
ト」と呼ぼう。以下ではまずこの自動的正当化ア
ーギュメントについて概説し，続いてその批判的
検討を行う。

3. 1　ガウスのコンバージェンスリベラリズムとPJP
　まずガウスのコンバージェンスリベラリズムの
構想を概説することから始めよう。ガウスの構想
は，公共的正当化の対象に「社会道徳（social 
morality）」と彼が呼ぶ社会的な行為規範を据え
る点で，強制的な政治権力の行使を伴う政治制度
や法を正当化の対象に据える他の構想と比べて独
特である。ガウスは社会道徳を，「行為を要請も
しくは禁止し，それにより特定の行動を行うもし
くは回避するために相互に発し合う道徳的命令を
基礎づける一連の社会 - 道徳的ルール」（Gaus 

［14］: 2）と定義する。道徳的命令及び違反者への
非難を伴うこの種のルールは，多様な価値基準を
持つ道徳的人格の間で社会生活を成立させ，また
価値ある人間関係を維持するために不可欠である
とガウスは主張する（ibid.: part 1）。
　しかしながら社会道徳には，他者に道徳的命令
を通じて行為を要請し違反者を道徳的なタームで

非難する実践が不可分に伴い，従って「社会道徳
の核心には，他者に対する権威の根本的な主張が
存在する」（ibid.: 8）。これを受けてガウスは，自
由で平等な市民の間での道徳的命令や非難の実践
はどのような場合に正当であるかとの問いに取り
組む。換言すれば，他者を自由で平等な道徳的人
格として尊重することと，その他者に発せられる
社会道徳に基づいた道徳的命令はどのように宥和
させることができるかという問いである。ガウス
はこれに，「他者を自由で平等な道徳的人格とし
て尊重するという観念は，他者に，その他者自身
が受容する理由を持たない物事を行うよう要求す
る道徳的権威の主張を差し控えることを意味す
る」（ibid.: 19）と答える。つまり他者自身が道徳
的命令に従う理由を持つ場合に限り，その命令は
他者を平等な道徳的人格として尊重することと矛
盾しない。
　この点を踏まえてガウスは，社会道徳に基づい
た道徳的命令が適切であるためには，命令の名宛
人は次の二つの適切性条件を満たしていなければ
ならないと論ずる。第一に，道徳的命令の名宛人
は，行為の要請や違反者の非難を伴う社会道徳の
実践にそもそも参加することができるように，自
らの目的に資することがない場合にも道徳的ルー
ルに従うことができるという意味で，道徳的ルー
ルを内面化（internalize）する能力を保持してい
なければならない。この条件により，自らの目的
に資する場合にのみ社会道徳に従うことができる
サイコパスや幼い子供は適切な道徳的命令の名宛
人から除外される。第二に，先程論じたように，
道徳的命令の名宛人は命令が依拠する社会道徳を
受け入れる十分な理由を持っていなければならな
い。これら二つの条件を組み合わせ，ガウスは次
の原理を引き出す。

道徳的自律の原理：道徳的指令がベティに対
して適切に発せられうるのは，彼女が，自ら
の欲求や目的や目標を促進しない場合にも道
徳的ルールに配慮する能力を持ち，さらに当
該のルールを受容する十分な理由を持つ場合
のみである。（ibid.: 222）

　このような道徳的命令の適切性条件を社会一般
に拡張するものとして，ガウスは次のような PJP
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の一種を提示する㉑。

公共的正当化の基本原理：文脈 C における
ルール L に基礎づけられた道徳的命令「φ!」
は，それぞれの道徳的行為者が（a）ルール
L を内面化する十分な理由を持ち，（b）L が
情況 C において φ タイプの行為を要請する
と考え，（c）道徳的行為者が L に一般的に
従っている場合にのみ社会道徳の権威的な要
請となる。（ibid.: 263）

　ここで問題となるのは道徳的行為者がルールを
受容する「十分な理由」を持っているといえるた
めの条件である。第一節で論じたように，ガウス
はこの点について「アルフは，自らの『相当程度
の』良い推論によって R が（行為するもしくは
信じる）退けられない理由であると結論づけると
考えられる場合に，またその場合にのみ（暫定的
に）十分な理由 R を持つ」（ibid.: 250）とする。
従ってガウスによれば，道徳的命令が正当なもの
であるためには，その命令が依拠する社会道徳を，
現実の道徳的行為者が相当程度の推論を行った後
の存在である理想化された適理的市民の全員が受
容可能でなければならない。

3. 2　自動的正当化アーギュメント
　ガウスは自らの PJP の構想を，それが我々の
反応的態度の道徳的実践に埋め込まれていると論
ずることによって擁護する。反応的態度とは，道
徳 的 ル ー ル に 違 反 し た 行 為 者 に 対 し て 憤 り

（resentment）や義憤（indignation）の道徳感情
を覚える道徳的実践である。
　ガウスは，自らが主張する道徳的命令の二つの
適切性条件は反応的態度の道徳的実践に根差して
いると主張する。第一の条件によれば，道徳を内
面化する能力を持った行為者に対してのみ道徳的
命令は適切であるが，これは我々がサイコパスや
幼い子供に対して反応的態度を示さないという直
観と対応している。サイコパスや幼い子供は，自
らの利益に資さない形で道徳に従うことができな
い。従って，例えば甘いもの欲しさに他の子供か
らお菓子を取り上げてしまった幼い子供に対して，
道徳的非難を与えても暖簾に腕押しであろう。
我々はその種の行為に対し苛立ちを覚え，注意を

するかもしれないが，道徳的ルールを破った道徳
的人格に対して特別に覚える憤りや義憤の感情を
伴う反応的態度を示すことはない。第二の条件は，
当該の社会道徳を受容する十分な理由を持つ行為
者に対してのみ適切な形で道徳的命令が発せられ
うるというものであったが，これも我々の道徳的
実践に対応しているとされる。ガウスが正しいの
であれば，我々は例えば，全く異なる文化規範を
持つ国から来た外国人が「相当程度の」推論を行
っても自国の文化規範を理解できないとみなすの
であれば，その人格による規範の侵害に対して反
応的態度を示すことはない。
　しかしながら，なぜ我々が実際にその道徳的実
践を行っていることが，それに根差した原理の正
当化に寄与するのであろうか。我々がたまたま倒
錯的な道徳的実践を行ってしまっており，実際に
はそれを退けることが望ましい可能性も考えられ
ないだろうか。この問いに対しガウスは，反応的
態度は我々の生に既に深く埋め込まれており，ま
たそれを退けることは我々が価値づけているほと
んどのものの放棄を含意するため合理的には考え
られないと応答する。彼の説明によれば，社会道
徳の実践は異なる評価基準を持った人々の間での
社会生活を成立させる根本的役割を果たすもので
あり，それを放棄することは社会生活を諦めるこ
とに等しい㉒。この議論は，反応的態度は我々の
生に深く埋め込まれすぎているため，それを退け
ることは「実践的に思いもよらない（practically 
inconceivable）」（Strawson ［31］: 12）とし，また
反応的態度の放棄は他者を道徳的人格としてでは
なく社会政策や処置の単なる対象としてみなす冷
たい「客観的態度」の採用を意味するため，価値
ある人間関係が毀損されてしまうと論じたストロ
ーソンの議論に大きく依拠している。
　以上の点が最もよく表れているガウスの一節を，
少々長くなるが引用しよう。

社会道徳のような実践は我々の世界の見方に
深く埋め込まれている。それは，愛や友情を
含む我々の間人格的関係の理解に影響を与え，
従ってどのような生が生きるに値するかにつ
いての理解にも影響を与える。もし我々の道
徳的実践の前提が我々の世界の見方の一部で
ある程深いのであれば，その実践を放棄する
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ことは我々が配慮し価値づけるほとんどのも
のを放棄することを意味する。しかしながら，
それ
0 0

を行う理由などいかにして持つことがで
きるのであろうか。いかにして我々は，我々
にとって重要なもの全てを調べ上げた後に，
我々の理由が依拠する世界の見方を放棄する
ことにより，それら全てを断念するよう理由
によって導かれるとの結論に至ることが可能
なのであろうか。その

0 0

理由はどこから来るの
か。サイコパスを道徳的実践に引き入れるよ
う説得することが困難であるのと同様に，道
徳的人格を道徳的実践から引き離すことは困
難であると思われる。我々が誰であるかを所
与とすれば，我々は自らの世界の見方を変化
させる理由を持っていない。（Gaus ［14］: 192
──強調原文，注は省略した）

つまり，我々は既に社会道徳の道徳的実践に深く
コミットしており，また我々が価値づけるほとん
どのものがそれに依存しているため，その実践を
退けることは不合理である。さらに PJP はこの
道徳的実践の哲学的記述であるため，PJP を退け
ることもまた不合理である。そもそも PJP を退
ける理由を持つことができないのであれば，仮に
PJP が適理的市民の間で論争的な原理であったと
しても，それは公共的正当化の必要なく既に正当
化されている。これがガウスの自動的正当化アー
ギュメントである。
　自動的正当化アーギュメントが成功するために
はしかし，少なくとも以下二つの前提を自明なも
のとみなせなければならない。第一に，反応的態
度を退けることは人間関係や社会生活一般を退け
ることを意味するために実践的に思いもよらない
という前提である。また第二の前提は，ガウスが
採用するコンバージェンス PJP のバージョンこ
そが反応的態度の唯一適切な説明であるというも
のである。以下では両方の前提に深刻な疑問が存
在し，それに対する実質的な擁護論をガウスが与
えていないため，ガウスの自動的正当化アーギュ
メントは成功していないと論ずる。

3. 3　�自動的正当化アーギュメントへの反論①：
反応的態度は人間生活に不可欠ではない

　ガウスは「近年の道徳的責任についての哲学的

研究の大部分がストローソン的分析の何らかのバ
ージョンを受容していると信じている」（Gaus 

［16］: 74-75）が，ストローソン的分析については
様々な反論が存在する。その最も根本的な反論は，
反応的態度が前提とする道徳的責任の観念は通常
は成立しないとする，道徳的責任懐疑論の立場か
らなされている㉓。反応的態度が道徳的責任の観
念を前提とする点は明白である。我々が突風によ
ってコーヒーを溢した場合には反応的態度を示さ
ない一方で，人間に押されてコーヒーを溢した場
合にそれを示すのは，人間は自らの行為について
道徳的責任を負いうることが前提とされているた
めである。人間が道徳的責任を負い得ないのであ
れば，人間に対して反応的態度を示すことは突風
に対して反応的態度を示すのと同様にナンセンス
である。
　道徳的責任の観念を否定する立場は様々である
が，自らの行為に対して道徳的責任を負うために
必要とされるレベルのコントロールを人間は通常
有していないとする点で大まかに言って共通して
いる。これらの立場によればそもそも道徳的責任
は通常は成立しえないのであり，それに基づいて
行われる反応的態度の道徳的実践は錯誤に基づい
ている。
　道徳的責任懐疑論者の多くは，反応的態度が錯
誤に基づいていると論じるのみならず，その放棄
を推奨する議論も展開している。この種の反応的
態度放棄論は大きく分けて二つに分類できる。第
一の立場は，反応的態度と客観的態度の二分法を
受け入れた上で，客観的態度を採用しても価値あ
る人間関係は毀損されないと論ずる。この立場を
採用するタムラー・ソマーズ（Sommers ［30］）
によれば，反応的態度の擁護者は客観的態度の採
用が他者を物扱いすることを含意すると考えてい
るが，客観的態度の採用は他者を物と区別される
人間として処遇することと全く矛盾せず，愛や感
謝などの人間的感情も残される。
　第二の立場は，客観的態度を採用することが人
間関係を破壊することを認めた上で，反応的態度
の放棄は客観的態度の採用には直結しないと論じ
る立場である。この立場を採用する代表的な論者
のダーク・ペレブーム（Pereboom ［24］: ch. 6, 8）
によれば「〔道徳的責任についての〕懐疑的な見
解は人間関係を脅かさず，それはむしろ道徳的憤
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りや義憤などの反応的態度からの解放を通じてよ
り良い関係を約束する」（ibid: 175 ──亀甲括弧
内引用者）。それは，道徳的責任の観念を前提と
する反応的態度の代替物として機能するものの，
道徳的責任の観念を前提としない態度が存在する
ためである。ペレブームはそのような態度に含ま
れる感情として，行為に対する傷心やショックや
落胆の感情や，道徳的悲しみや嘆きや配慮の感情
を挙げる。これらの感情は，行為者の道徳的責任
を前提としない一方，客観的態度とは区別される
仕方で価値ある人間関係を維持することに寄与す
る。
　さらにペレブームは，この種の代替的態度は反
応的態度よりも優れているとも主張する。という
のも，憤りや義憤などの反応的態度は「それが向
けられる人物の福利に貢献することにしばしば失
敗」し，また「しばしば身体的もしくは感情的痛
みを引き起こすことが意図され，そして宥和では
なく破壊的な反対を引き起こしうる」ために，「関
係を毀損もしくは破壊する潜在力を持っている」

（ibid.: 180）ためである。その反面，行為者の道
徳的責任を前提としない落胆や悲しみなどの感情
はそのような危険性を持たない。道徳的責任懐疑
論と整合的な代替的態度が存在し，かつそれが反
応的態度の短所を回避できる上に反応的態度が担
うコミュニケーション上の機能も果たすことがで
きるのであれば，反応的態度の道徳的実践を放棄
することは不合理であるとの議論には説得力がな
くなる。
　ガウスは，反応的態度の放棄が人間関係や社会
生活の破壊には直結しないことを認めた上で，反
応的態度の実践は我々の生に深く埋め込まれすぎ
ており，その放棄は心理的に不可能であると応答
するかもしれない。確かに，非常に親密な人間関
係における道徳的ルールの重大な違反に対して反
応的態度を差し控えることは心理的に困難であろ
う。しかしながら他者の行為に対する我々の反応
は，瞬間的で感情的な反応と，瞬間的ではなく理
性的な反省を含んだ反応とに区別可能であり，仮
に前者のコントロールが困難であったとしても後
者の反応についてはある程度のコントロールが可
能 で あ ろ う㉔。 ペ レ ブ ー ム（Pereboom ［24］: 
185）も指摘しているように，過去数世紀にかけ
て犯罪者や精神障碍者や子供に対する我々の態度

には大きな変化があったのであり，従って反応的
態度を差し控える形で後者の反応をコントロール
する実践の積み重ねが，長期的には瞬間的な感情
的反応の変化をも引き起こしていく可能性を否定
することはもっともらしくない。
　PJP の自動的正当化アーギュメントは，我々は
反応的態度の実践に深くコミットしているためそ
れを退けることは実践的に思いもよらず，またそ
れが可能であったとしても我々が価値づけるほと
んどのものの放棄を含意するために不合理である
との前提を自明視できなければ成り立たない。し
かしながら以上の批判は，この前提を疑問に付す
のに十分である。ガウスは道徳的責任懐疑論によ
る批判を全く扱っておらず，反応的態度の放棄は
人間生活の崩壊に直結するというストローソンの
洞察を無批判に受け継ぐ形で議論を展開している。
従って，この批判に応えられない限り自動的正当
化アーギュメントは成功しておらず，少なくとも
道徳的責任懐疑論に応答する実質的な擁護論を展
開する必要がある。

3. 4　�自動的正当化アーギュメントへの反論②：
異なる反応的態度の構想の可能性

　これまで反応的態度放棄論を検討してきたが，
仮に反応的態度の放棄が実践的に思いもよらず，
また人間関係と社会生活の破壊を含意すると考え
たとしても，自動的正当化アーギュメントの成功
には直結しない。というのも，自動的正当化アー
ギュメントが成功するためには，ガウスの PJP
が反応的態度についての唯一適切な説明であると
の第二の前提も自明視できる必要があるためであ
る。しかしながらこの点についても重要な疑義が
存在する。
　まず指摘できるのは，ガウスの PJP は反応的
態度の理論として不適切であると直観的に考えら
れる例が存在する点である。ガウスの議論によれ
ば，相当程度の推論を行っても道徳的ルールを受
容できない行為者に対して反応的態度を示すこと
は不適切である。そうであるならばしかし，自ら
の行為が道徳的ルールに反していることが相当程
度の推論の後でも理解できないナチ党員に対して
は，それがいかに悪辣な道徳的ルールの侵害であ
る場合にも，反応的態度を示すことが不適切とな
ってしまう㉕。さらにある論者（Baccarini ［2］: 
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32-33）は，もしガウスの理論が正しいのであれば，
ナチスは完全に正しいと信じていたと思われるゲ
ッベルスに対する義憤の感情は不適切である一方
で，ナチスの所業に良心の呵責をある程度感じて
いたと思われるアイヒマンに対しての義憤の感情
は適切であるという反直観的な含意が生じてしま
うと論じている。
　この点を措くとしても，ガウスが主張する反応
的態度の適切性条件については有力なオルタナテ
ィブが存在する。それは，アンドリュー・テイラ
ー（Taylor ［32］）も指摘するように，ジェイ・
ウォーラス（Wallace ［37］: ch. 5）の「失敗なけ
れば非難なし（no blame worthiness without 
fault）」（ibid.: 135）原理である。この原理によれ
ば反応的態度は，我々が受容しており，他者にも
それを課している道徳的責務を，他者が侵害した
場合に適切である。つまりこの構想に従うのなら
ば，A が B に課している道徳的責務に B が違反
したのであれば，仮に B がその責務を受け入れ
る十分な理由を持っていなくとも，A の B に対
する反応的態度は適切となりうる。この反応的態
度の適切性条件は先述のナチの例を説明できるの
みならず，ガウスの PJP に重要な点で類似して
いる㉖。というのも，この原理はガウスの主張す
る反応的態度の二条件に対応する条件を備えてい
るためである。第一に，ウォーラス（ibid.: 154-
155）によれば憤りの反応的態度は，道徳的理由
を理解・適用しそれに照らして自らの行動を統御
する能力を持っていない人々に対しては適切では
ない。第二に，憤りは当該の行為が理由の影響に
感応的である場合にのみ適切である。従って，行
為理由の影響を受けていない強迫的な行為などに
対する反応的態度は不適切となる。
　ガウスの反応的態度についての説明のさらなる
オルタナティブは，道徳的無知についての議論か
らも提起される。ガウスの議論によれば，ある行
為者が相当程度の推論を行った後でも社会道徳を
受容することができない場合に，その行為者によ
る社会道徳の侵害に対する憤りや義憤の感情は不
適切となる。これは，推論後にも道徳的規範を受
容することができない道徳的に無知な行為者に対
する反応的態度の画一的禁止を意味する㉗。道徳
的責任を巡る議論の多くが，一定程度の条件を満
たす場合には道徳的無知が引き起こした社会道徳

の侵害に対する反応的態度は不適切となると論じ
ていることは確かである。しかし多くの論者が，
現在の道徳的無知を引き起こした過去の行為の責
任を問えるのであれば，現在の道徳的無知に対す
る反応的態度が適切となると主張していることも
また事実である。
　例えば道徳的無知に対する非難はほとんど許容
されないと主張するギデオン・ローゼン（Rosen 

［29］）であったとしても，現在の道徳的無知を引
き起こす原因となった行為を，それが悪い行為で
あると分かった上であえて行った場合──「アク
ラシア（akrasia）」が存在した場合──には，現
在の道徳的無知についても道徳的責任を問えると
の議論を展開している。ローゼンは，一般的な認
識的状況を所与とすればアクラシアの存在につい
て確証が得られないために，通常は道徳的無知に
対する反応的態度は正当化されないとする。しか
しながらこれに対し，アクラシアが存在したこと
を本人が告白する場合や，またアクラシアが存在
したことを十分に示す状況証拠がある場合など，
アクラシアの存在が明らかな場合も相当程度存在
するとの指摘もある（FitzPatrick ［12］: 594-599）。
　また一部の論者（FitzPatrick ［12］; Harman 

［18］）は，アクラシアが存在しなかった場合にも
道徳的無知について責任を問うことができると主
張している。例えばウィリアム・フィッツパトリ
ックは次のような道徳的無知についての原理を擁
護している。

CI〔有責な無知（culpable ignorance）〕：情
況についてのものであれ規範的なものであれ，
無知は，行為者の能力と社会的文脈により提
供される機会を所与とすれば，それを修正し
回避する方策を採ることが理にかなって

（reasonably）期待できたにも関わらず，ア
クラシアもしくは自信過剰，傲慢，軽慢，怠
惰，ドグマティズム，無頓着，自堕落，軽蔑
などの悪徳の有責な非アクラシア的な行使に
よりそれに失敗したのであれば，有責である。

（FitzPatrick ［12］: 609 ──亀甲括弧内引用
者）

この原理によれば，例えば自らの道徳的教説の正
しさについての自信過剰からその教説を修正・回
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避することを怠り，倒錯的な道徳的教説を維持し
続けた結果道徳的に無知な存在となった行為者

（例えば自らの教説を疑う余地が十分あったにも
関わらずそれを行わなかった人種差別主義者）は，
その行為者が現在相当程度の推論後でも規範を受
容できない場合にも，その規範の違反に対して反
応的態度が適切に示されうることとなる。反対に
ガウスの PJP は，行為者が現在の評価基準に至
った過程を無視し，現在の行為者が相当程度の推
論後に規範を受容可能であることのみを反応的態
度の適切性条件としている。責任を問える形で道
徳的に無知な行為者に対する反応的態度は適切で
あるという反応的態度の構想は少なくとも直観適
合的であり，ガウスの構想に対する有力なオルタ
ナティブである。
　以上，反応的態度についてのオルタナティブの
理論を見てきた。反応的態度一般の放棄は不合理
であるという第一の前提を仮に自明なものとして
認めたとしても，PJP の自動的正当化アーギュメ
ントが成功するためにはさらに，ガウスの PJP

0 0 0 0 000

に沿った反応的態度の実践を放棄すること
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が実践
的に思いもよらず，また我々が価値づけるほとん
どのものの放棄を含意することを自明視できなけ
ればならない。従ってガウスは，ウォーラスの提
唱する適切性条件に沿った反応的態度の実践や，
責任を問える道徳的無知に対する反応的態度を伴
う反応的態度の実践へと移行することが実践的に
思いもよらない理由を提示しなければならない。
その第一の方法は，ガウスの PJP 以外の説明に
依拠した反応的態度に移行した瞬間に，反応的態
度がこれまで保証していた価値のほとんどが喪失
すると主張することである。しかしながら，単に
責任を問える道徳的無知に対しても反応的態度を
示す実践に移行することや，前述の通りガウスの
構想に非常に類似した適切性条件を備えているウ
ォーラスの構想に沿った実践に移行することで，
反応的態度が保証していた価値が台無しになると
は考えにくい㉘。また第二の方法は，我々は PJP
が記述する形での反応的態度の実践に深くコミッ
トしてしまっており，それ以外の形での実践に移
行することは心理的に不可能であると主張するこ
とである。この点を示すことはしかし，反応的態
度自体を放棄することは困難であるという前述の
主張を擁護することよりも困難であるように思わ

れる。
　以上のように自動的正当化アーギュメントは，
それが成功するためには自明視しなければならな
い二つの前提の両方に対して深刻な疑義が存在す
るために成功していない。それを成功させるため
には少なくとも二つの前提のさらなる実質的な擁
護論が必要である。

3. 5　�ガウスの PJPに対する適理的不合意と自己
論駁批判

　仮に自動的正当化アーギュメントの二つの前提
についての実質的な擁護論が提示できたとしよう。
しかしながらそれでもなおガウスの PJP には自
己論駁の問題がつきまとう。というのも，仮にガ
ウスの PJP を擁護する実質的なアーギュメント
が提示できたとして，それはガウスのいう適理的
な市民の間で論争的であるためである㉙。ガウス
のコンバージェンス PJP は，コンセンサス PJP
のラディカルな理想化を批判し，穏当な理想化の
みを行うものであった。従って，理想化された適
理的市民の間でも現実世界の市民の間に存在する
教説的多様性の多くが残されるのであり，適理的
市民の中には道徳的責任懐疑論者も，ガウスの
PJP とは別の仕方で反応的態度を理解する論者も
存在し続けるであろう。
　適理的市民の間での論争性が問題となるのは，
それがコンバージェンスリベラリズムの正当化理
由と矛盾するためである。その正当化理由は，道
徳的権威主義の回避を通じて全ての道徳的人格を
道徳性の要請の平等な解釈者として尊重すること
であった。ところがガウスの PJP は，道徳的命
令の適切性条件を規定する点で明確に道徳的な内
容を持つ原理であり，他のあらゆる道徳性につい
て道徳的人格を平等な解釈者として尊重しなけれ
ばならないのであれば，PJP についてもそうすべ
きである㉚。デフォルトは PJP とその他の道徳性
についての区別の欠如であり，PJP に対してのみ
適理的不合意は問題とならないと主張する方が説
明責任を負う。従って，この区別を支持する妥当
な議論が提示できないのであれば，道徳的権威主
義の回避を正当化理由とするガウスの理論が適理
的不合意の対象となる PJP を理論の核心に据え
ることは，第二節で提示した内的不整合の問題を
生じさせる。
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　内的不整合の問題を回避するためには，ガウス
はそれ自体道徳的原理である PJP についての適
理的不合意だけは問題とならないとする説明を提
示しなければならない。そのような説明としては，
PJP を，それ以外の道徳性とは別のレベルに位置
する，一種のメタ原理としてみなすという方法が
考えられる。この方法によれば，PJP は社会道徳
に適用される原理ではあるが，それ自体は社会道
徳ではないために，PJP に再帰性要件が適用され
る 必 要 は な い。 ガ ウ ス（Gaus ［13］: 175-178; 

［14］: 225-228）は本節で検討した自動的正当化ア
ーギュメントのみならず，部分的にはこの方法も
用いているようにも思われる上，ガウス以外のコ
ンバージェンスリベラルもこの応答方法を採用し
ている。また，本節で展開した自己論駁批判への
応答に対する批判は，反応的態度に PJP を基礎
付けるガウスの理論に対してのみ適用されるもの
であり，この点でガウスに従わないコンバージェ
ンスリベラルの理論に対しては適用されない。従
って，コンバージェンスリベラリズムは自己論駁
批判に応答できないと結論づけるためには，PJP
をメタ原理とみなす応答方法の成否を独立に検討
しなければならない。次節ではこの応答を検討す
る。

4.　�第二の戦略：コンバージェンスPJPは�
それ自体政治的アレンジメントではない

　PJP の再帰性を否定する第二の戦略は PJP が，
それが適用される政治的アレンジメントより高次
のレベルにおいて作用するメタ原理のようなもの
である点を強調する。この戦略によれば，PJP は
政治的アレンジメントにのみ適用されるが PJP
それ自体は政治的アレンジメントではないため，
PJP の再帰性の否定には何ら奇妙な点はない。以
下ではまず，この戦略について概説した後，この
戦略に対するフランツ・マン（Mang ［22］）の批
判の欠陥を指摘する。続いてこの戦略が抱える本
当の問題を例を用いて説明し，この例が示す問題
点の回避はコンバージェンスリベラリズムをアナ
キズムへと接近させてしまうと論ずる。

4. 1　第二の戦略の概説
　PJP に対して再帰性要件は適用されないと主張
する第二の戦略は，自己論駁批判は単純なカテゴ
リー・ミステイクを犯していると論ずる。という
のも，PJP は政治的アレンジメントが正統である
ためには公共的に正当化可能でなければならない
という原理であるが，PJP それ自体は政治的アレ
ンジメントの一部ではないため，PJP それ自体が
正当化可能でないことには何の矛盾も存在しない
からである。アンドリュー・リスター（Lister 

［21］）やサミール・バジャージ（Bajaj ［3］）はこ
のような主張を明示的に行なっている。例えばバ
ジャージは次のように述べている。

公共的正当化原理がこの〔自己論駁の〕意味
で規範的に自己崩壊的であると考えることは
誤っている。その原理は，PJP が公共的に正
当化されることを要求する政治的ルールの一
部ではない……。原理は，政治権力の使用を
通じて課される政治的ルールのみが公共的に
正当化されることを要請する。そして，原理
自体はそのようなルールではない。それは公
共的理性リベラリズムの内部において別の役
割を演ずる──それは，政治権力の行使を通
じて課された政治的ルールが公共的に正当化
されることを要求する道徳的原理である。

（Bajaj ［3］: 3140 ──亀甲括弧内引用者）

従って，再帰性要件が PJP に適用されると主張
する自己論駁批判はシンプルな錯誤を犯している
のであり，コンバージェンスリベラリズムは非常
に論争的な PJP を核心的原理に据えていたとし
ても自己論駁には陥らないこととなる。

4. 2　フランツ・マンの批判とその限界
　フランツ・マン（Mang ［22］）は，この第二の
戦略がそれ自体では成功していることを認める。
しかしながらマンは，公共的理性リベラリズムが
現実政治に影響を及ぼすために必要不可欠である
と彼が考える以下の二つのことが行われる場合に
は，コンバージェンスリベラリズムは自己論駁に
陥ると論ずる。第一に，コンバージェンスリベラ
リズムは，コンバージェンス PJP を退ける人々
にそれを受容するよう道徳的命令を発する場合に
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は自己論駁に陥る。これは，ガウスの構想によれ
ば，道徳的命令を受容する十分な理由を持ってい
ない他者に命令を発することは許容不可能である
ためである。しかしながらマンは，一部の政治哲
学者の間でのみ知られており，また論争的でもあ
る公共的理性リベラリズムが現実政治に影響を及
ぼすためには，他者にコンバージェンス PJP を
受容するよう命ずる実践が通常は不可欠であると
する。従って，コンバージェンスリベラルが自ら
の理論の実現に気を配るのであれば自己論駁を免
れないとマンは主張する。第二に，コンバージェ
ンスリベラリズムは，理論の実現のために国家権
力を使用する場合に自己論駁に陥る。これは例え
ば，公共的理性についての教育を促進するために
国家権力を用いる場合などである。マンは，国家
権力の使用は理論を現実の政治的実践において重
要なものにするための非常に有用な手段であると
考えているため，理論の実現のためには通常は避
けて通ることはできないと考える。しかしながら
これは，公共的に正当化することができない権力
行使を伴うために，コンバージェンスリベラリズ
ムを自己論駁に陥らせる。
　これらの批判はいずれも決定的ではない。まず
第一の批判はガウスの構想以外には適用されない。
前節で述べたように，ガウスの構想は，道徳的命
令が依拠する社会道徳が公共的に正当化可能であ
ることを求める点において独特である。しかしな
がら，コンバージェンスリベラルはこの点でガウ
スに従わないかもしれず，単に政治的強制のみの
公共的正当化可能性を要請するかもしれない。実
際に，例えばコンバージェンスリベラルの一人で
あるビリンガム（Billingham ［5］: 559, 562n38）は，
社会道徳の公共的正当化を要求する立場を明示的
に退けている。ガウスの議論に従わないのであれ
ば，PJP を退ける人々に対して PJP を受容する
よう道徳的命令を発することには何の問題もなく
なる。
　また，第二の批判も同様に決定的ではない。そ
れは，道徳的命令は公共的に正当化可能でなけれ
ばならないというガウスの立場を採らないのであ
れば，国家権力を用いずにコンバージェンスリベ
ラリズムの現実政治における影響力を高める方法
が多く存在するためである。サミール・バジャー
ジが論ずるように，市民が「同胞市民に政治的活

動において原理〔PJP〕の要請に従わなければな
らないことを理性的なアーギュメントを通じて説
得することを含む」，「公共的に正当化された政治
的秩序をもたらし維持するための民主的手続きに
取り組む」（Bajaj ［3］: 3144-3145 ──亀甲括弧内
引用者）ことによって，政治権力を用いずに民主
的議論の中で PJP の観念をポピュラーなものに
していくことは可能である。
　このように，マンの批判は十分とは言えないの
だが，その失敗は示唆的である。というのも，マ
ンの批判が決定的ではない理由は，彼が自己論駁
の問題を専ら自己適用の問題として捉えているた
めである。しかしながら，コンバージェンスリベ
ラリズムが抱える自己論駁の問題を自己適用では
なく内的不整合の問題も含むものとして捉えるの
であれば，それが自己適用の問題をクリアできる
ことを指摘するだけでは自己論駁批判に答えたこ
とにはならず，理論が内的不整合に陥っていない
かも検討する必要がある㉛。内的不整合の問題と
は，理論それ自体の正当化理由が理論の内容と矛
盾している場合に発生する問題であり，またコン
バージェンスリベラリズム一般の正当化理由は道
徳的権威主義の回避であった。従って，その正当
化理由と，適理的市民の間で論争的な PJP を理
論の根幹に据えることが両立するか否かを検討し
なければならない。

4. 3　PJPに対する適理的不合意の問題点とその例
　PJP の特定の定式化は，現実の市民と比べて適
理的市民がどれだけ理想化されているかを規定す
ることにより，適理的市民がどのような理由を持
っており，またどのような政治的アレンジメント
が公共的に正当化されうるかを決定する㉜。例え
ばクォンのようなコンセンサスリベラルは市民を
大幅に理想化することによって，あらゆる適理的
市民は既にリベラルな価値を受容する理由を持っ
ているとし，他方のガウスのようなコンバージェ
ンスリベラルは市民に対し穏当な理想化のみを施
すことによって適理的市民は非リベラルなものを
含む多様な教説を受け入れる理由を持つとする。
PJP が規定する個別の公共的正当化のテストを

「公共的正当化テスト」と呼ぼう。自由な社会の
教説的多元性を所与とすれば，現実の市民は，仮
に PJP の一構想を受容しているとしても相互に
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異なる様々なテストを受容する。加えて，ガウス
は現実の市民に対して穏当な理想化のみを施すた
め，理想化された適理的市民の間でも公共的正当
化テストについての広い不合意は残る㉝。
　公共的正当化テストについての不合意が適理的
市民の間で存在することの含意を，例を用いて見
てみよう㉞。カトリックである市民 A は，正しさ
基底的正当化原理の支持者であり，カトリックの
教説に基づいた政治的アレンジメントについては
真なる正当化が存在しているためそのアレンジメ
ントは正統であると考えるとしよう。この市民
A は，進化論を公立学校で教えることを禁止す
る法律 L1 が正統であると考えているとしよう。
これに対してコンバージェンスリベラルである市
民 B は，法律 L1 は適切なレベルに理想化された
適理的市民の間で論争的であるために公共的に正
当化されえず，従って正統ではないと考える。こ
の市民 B は，ある伝染病のワクチン摂取を義務
付ける法律 L2 を受容する十分な理由を適切なレ
ベルで理想化された市民の全員が持つと考え，従
って L2 は正統であると考えているとしよう。ま
た同じくコンバージェンスリベラルである別の市
民 C は，適切なレベルで理想化された市民の一
部が，例えば宗教的な理由から L2 を受容する十
分な理由を持たないために，L2 は公共的に正当
化されないと考えているとしよう。この場合，市
民 C の反対にも関わらず L2 に基づいて政治権力
を行使することは，法律 L1 に基づいて政治権力
を行使することと同様に権威主義的であるように
みえる。というのも，L1 に対して市民 B が反対
する理由はそれを受容する十分な理由が無い適理
的市民が存在するというものであったが，L2 に
対しても市民 C の側から，市民 B が奉ずる公共
的正当化テストを受け入れる理由が無いため L2

を受容する十分な理由が無いと主張することがで
きるためである。従って，公共的正当化テストに
ついての適理的不合意は，受容する理由のない適
理的市民に対する政治権力の行使を含意すること
により，理論のそもそもの正当化理由であった道
徳的権威主義の回避と矛盾し，結果として内的不
整合の問題を免れることができない㉟。
　従ってこの例が示すように，PJP の特定の定式
化についての適理的不合意は，それが自己適用の
問題を生み出さないとしても，内的不整合の問題

に直面する㊱。

4. 4　結合アプローチとアナキズム
　一部の理論家（Billingham ［5］: 549-550; Wall 

［36］: 168）は，内的不整合の問題を回避するため
の方策として「結合アプローチ（conjunctive 
approach）」と呼ばれる戦略が存在することを指
摘している。このアプローチは，適理的市民が保
持するあらゆる公共的正当化テストを「結合」し，
その全てに対して公共的に正当化可能である政治
的アレンジメントのみが正統であると主張する。
従ってこのアプローチは，先程の例でいえば市民
B と C の公共的正当化テストの両方が公共的に
正当化されているとみなす政治的アレンジメント
のみが正統となる。これにより，コンバージェン
スリベラリズムは再帰性要件の PJP への適用を
退ける一方で，内的不整合の問題を回避すること
ができる。
　しかしながらこの戦略はさらなる問題に直面す
る。というのも，現実の社会においては B と C
以外にも数多くの市民が存在し，それらの市民は
非常に異なった公共的正当化テストを受容すると
考えられるため，あらゆる市民のあらゆる公共的
正当化テストを満たす政治的アレンジメントは

（仮にそれが存在したとして）ほとんどなくなっ
てしまうためである。換言すれば，結合アプロー
チはアナキズムへと接近する㊲。これは公共的理
性リベラリズムの枠組みを用いて少なくとも古典
的リベラリズムの政治制度の正統性を擁護しよう
と意図するコンバージェンスリベラルにとっては
不都合な結果である。
　要約しよう。コンバージェンスリベラリズムは
PJP についての適理的不合意が引き起こす内的不
整合の問題に直面することにより，以下のジレン
マに陥る。第一に，内的不整合の問題を真剣に受
け止め結合アプローチを採用することにより，コ
ンバージェンスリベラリズムはアナキズムに接近
する。第二に，アナキズムを回避するために内的
不整合の問題を無視することによりコンバージェ
ンスリベラリズムは自己論駁に陥る。
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5.　�第三の戦略：真なる正統性の原理につい
ての適理的不合意は問題とならない──
ポール・ビリンガムの非結合アプローチ

　ポール・ビリンガム（Billingham ［5］）は，コ
ンバージェンスリベラリズムが自己適用の問題を
避けられたとしても内的不整合の問題に直面する
ことを認め，また内的不整合の問題を回避しよう
と結合アプローチを採用することがアナキズムへ
の接近をもたらすことも認める。しかしながら彼
は──これが第三の戦略であるが──それが真な
る正統性の原理であるのならば，公共的に正当化
不可能な PJP を使用することは道徳的権威主義
の問題を引き起こさず，従って内的不整合の問題
も回避可能であると主張する。彼はこのアプロー
チを，結合アプローチと対照させる形で「非結合
アプローチ（non-conjunctive approach）」と呼ぶ。
もし彼の議論が確かであれば，コンバージェンス
リベラリズムはアナキズムに接近することなしに
内的不整合の批判を回避することができるであろ
う。

5. 1　ビリンガムによる非結合アプローチの擁護論
　ビリンガムは，前節の最後で論じたジレンマの
内，結合アプローチを採用する場合にはアナキズ
ムに接近するとの批判を受け入れる一方で，他方
の公共的に正当化不可能な PJP は内的不整合の
問題をもたらすとの批判を退ける。ビリンガムの
主張の要点は，それが真に正しい正統性の原理で
あるのならば，論争的な PJP を用いることは道
徳的権威主義を含意しないというものである。ビ
リンガムは次のように書いている。

コンバージェンスリベラリズムは，公共的正
当化についての正しい説明は法が公共的に正
当化されていないと一部の市民が信じている
場合にも従われるべきであると主張しなけれ
ばならない。ウォールの意見とは異なるが，
これは道徳的権威主義ではなく，従って見解
を内的に不整合にすることはない。市民自身
の信念と価値を尊重することに対するコミッ
トメントは市民の正統性それ自体についての

信念を尊重することまで拡張される必要はな
い。（Billingham ［5］: 542）

　なぜ非結合アプローチは道徳的権威主義の問題
を引き起こさないのであろうか。彼の応答は，

「〔コンバージェンスリベラルは〕市民の評価基準
とその正当化に関わる理由を尊重することを主張
するのであって，正統性もしくは自らが持ってい
る理由についての信念を尊重するとは主張してい
ない」（ibid.: 553 ──亀甲括弧内引用者）という
ものである。換言すれば，コンバージェンスリベ
ラリズムは，諸種の政治的アレンジメントの良し
悪しを判断する市民の信念と，それらアレンジメ
ントの正統性の判断──つまりそのアレンジメン
トに基づいた政治権力行使の許容可能性について
の判断──に関わる市民の信念とを区別し，前者
のみを尊重するものとして理解される。コンバー
ジェンスリベラリズムをそもそも市民の正統性に
ついての信念を尊重することにコミットしていな
い理論として理解するのならば，論争的な正統性
の原理の使用は理論のそもそもの正当化理由と矛
盾しない。そのため PJP の特定の定式化につい
ての適理的不合意は，「何が公共的正当化の正し
いテストであり，PJP の正しい特定化であるかに
ついては事実が存在する」（ibid.: 556）ため問題
とならない。PJP の真なる定式化を受容しない市
民は，単に正統性の誤った原理を受容しているの
であり，誤った正統性の原理についての市民の信
念には配慮する必要がない。
　この点を踏まえてビリンガムは，前節で取り上
げた例について，市民 B の公共的正当化テスト
が正しい正統性の原理であると仮定するならば，
市民 C の公共的正当化テストでは L2 が公共的に
正当化されていなくとも，市民 C に対する L2 に
基づいた政治権力の行使は道徳的権威主義の回避
と矛盾しないと主張する。彼によれば，市民 B
の L1 に対する反論と市民 C の L2 に対する反論
は質的に異なっている。というのも，市民 B の
公共的正当化テストが正しいのならば，市民 B
の L1 に対する反論は正統性の誤った原理を正し
く批判するものである一方で，市民 C の L2 に対
する批判は正統性の正しい原理を誤って批判する
ものであるためである。正しさ基底的正当化原理
は「正当化されない仕方で人々を強制する正統性
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についての誤った見解である」（ibid.: 557）ため，
市民 B の L1 に対する反論は妥当であるのに対し，
市民Bの奉ずるPJPは正統性の真なる原理であり，
真に人々を自由で平等な存在として処遇するため
に，市民 C の L2 に対する反論は妥当ではない。

5. 2　ビリンガムのアーギュメントの問題点
　ビリンガムのアーギュメントは十分ではない。
適理的不合意の対象となる PJP を使用すること
が内的不整合の問題を引き起こさない理由として
ビリンガムが挙げるのは，コンバージェンスリベ
ラリズムはそもそも正統性についての市民の信念
を尊重する理論ではないという点であるが，この
説明には肝心の点が欠けている。必要となるのは，
市民の正統性についての信念を尊重しないことが
コンバージェンスリベラリズムのそもそもの正当
化理由である道徳的権威主義の回避と矛盾しない
のかという問いへの答えである。
　ビリンガム（Billingham ［5］: 542, 546）も認め
ている通り，コンバージェンスリベラリズム一般
の正当化理由は，市民を道徳性の要請の平等な解
釈者として尊重するために道徳的権威主義を回避
することであった。そして，PJP もその一つであ
る正統性の原理は，政治権力の行使が道徳的に許
容可能である条件を詳らかにするという意味で，
明らかに道徳的な内容を持った原理である。従っ
て，市民を道徳性の要請の平等な解釈者として尊
重するという正当化理由は，ストレートに考えれ
ば正統性の原理についても市民を平等な解釈者と
して尊重することを要請する㊳。デフォルトは正
統性の原理とその他の道徳性の区別の欠如であり，
仮にその区別を正当化する議論が潜在的には可能
であったとしても，そのような議論は，他のあら
ゆる道徳性については人々を平等な解釈者として
尊重しなければならない一方で，正統性の原理に
ついてだけはそうしなくてよい十分な論拠を提示
しなければならない。説明責任は PJP について
の適理的不合意だけは例外であると主張する側が
負う。その説明がないのであれば，適理的市民が
不合意に至る PJP は道徳的権威主義を含意し，
従ってコンバージェンスリベラリズムを内的不整
合の問題から自己論駁的にする。
　この点についてビリンガムは，コンバージェン
スリベラリズムは正統性についての市民の信念だ

けは尊重しなくとも良いとのアサーションを行っ
ているだけである。彼は「コンバージェンスリベ
ラリズムは正統性についての全員の見解がそれ自
体尊重されなければならないと考えることはでき

0 0

ない
0 0

」，また「コンバージェンスリベラルは公共
的正当化についての不合意に対して非結合アプロ
ーチを採らなければならず

0 0 0 0 0 0 0

，これが道徳的に権威
主義的であるという主張を退けなければならな

0 0 0 0 0 0 0

い
0

」（ibid.: 555 ──強調引用者）と繰り返し論じ
ているが，これらの「できない」や「なければな
らない」を支持する理由は何であろうか。ビリン
ガムが正統性についての道徳的不合意を特別視す
る説明を提示していないことに鑑みれば，その唯
一の理由は，もしそう考えないとしたらコンバー
ジェンスリベラリズムは自己論駁に陥るというも
の以外には考えられない。しかしながら「A で
なければ理論が成り立たないため A である」と
の議論は明らかに異論を招く程にアドホックであ
る。
　従って，ビリンガムは適理的市民が不合意に至
る PJP が道徳的権威主義を含意しないことを示
せておらず，そのような説明がない限り，結合ア
プローチを採用してアナキズムへの接近を受け入
れることが内的不整合の問題を回避しうる唯一の
方法であり続ける。

結　　論

　本稿では，再帰性要件が PJP に適用されない
ことを示す三つの戦略を検討した。第一の戦略は，
PJP は我々が深くコミットしている道徳的実践の
記述であるために公共的に正当化される必要はな
いと主張する。この戦略は，それが成功するため
に自明視しなければならない前提に対して深刻な
疑問が存在するため成功していない。第二の戦略
は，PJP 自体は政治的アレンジメントではないた
め再帰性要件はPJPには適用されないと主張する。
この応答は，公共的に正当化不可能な PJP は自
己適用の問題を回避できたとしても内的不整合の
問題を含意するため失敗する。第三の戦略は PJP
の真なる定式化についての適理的不合意は道徳的
権威主義を含意しないと主張する。この戦略は，
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正統性の原理についての不合意をその他の道徳性
についての不合意から区別するアーギュメントが
提示されていないことから失敗する。再帰性要件
が PJP に適用されることを否定する論者が提示
している主な戦略は本稿で検討した三つに限られ
るため，全く別の戦略が新たに提示されない限り
コンバージェンスリベラリズムは自己論駁批判を
免れることはできない。
　最後に，今後の展望について簡単に触れたい。
本稿ではコンバージェンスリベラリズムによる自
己論駁批判への応答が失敗すると論ずる一方で，
コンセンサスリベラリズムも自己論駁批判によっ
て退けられるか否かは検討しなかった。上述のよ
うに，自己論駁批判に対する公共的理性リベラリ
ズムの側からの応答には，再帰性要件が PJP に
適用されないことを示す本稿で検討した応答以外
に，あらゆる適理的市民が PJP を受容するため
に PJP は再帰性要件を満たすことができるとの
応答も考えられる。穏当に理想化されただけのあ
らゆる市民が PJP を受容するとは考えにくいた
めに，公共的正当化の名宛人に対して穏当な理想
化のみを施すコンバージェンスリベラルにはこの
応答は不可能であるように思われる一方で，名宛
人を大きく理想化するコンセンサスリベラルには
その余地があるように思われる。従って，自己論
駁批判がコンバージェンスリベラリズムのみなら
ずコンセンサスリベラリズムをも退けるか否かを
明らかにするためには，PJP は再帰性要件を満た
すことができるために公共的理性リベラリズムは
自己論駁を免れるとの応答の成否を検討しなけれ
ばならないが，これについては稿を改めて検討し
たい。

［注］
⑴　公共的理性リベラリズムの諸構想については

Quong ［26］を参照。また公共的理性リベラリズム一
般に対する批判的検討を行っている邦語研究としては
米村 ［38］を参照。本稿では「公共的理性リベラリズ
ム」という言葉を，第一節で詳述する公共的正当化原
理を核心的原理とするあらゆる理論の総称として用い
る。

⑵　コンセンサスリベラリズムについては，例えば
Lister ［20］; Quong ［25］; Rawls ［27］を参照。

⑶　コンバージェンスリベラリズムについては，例えば
Billingham ［4］; Gaus ［14］; Vallier ［33］を参照。

⑷　自己論駁批判については Copp ［7］: 248-254; Enoch 
［9］: 170-173; Mang ［22］; Raz ［28］: 28-32; Wall ［35］; 
［36］を参照。

⑸　管見の限り，「再帰性要件」というタームは Gaus 
［13］: 175 で用いられたのが最初である。

⑹　例えば Estlund ［10］は決定手続を，Quong ［25］: 
273-287 は個別の法を公共的正当化の対象としている。

⑺　この点を最も明確に論じているのがチャールズ・ラ
ーモアである。Larmore ［19］を参照。

⑻　「正しさ基底的正当化」というタームは Wall ［35］: 
386 を参照した。

⑼　この批判については Gaus ［15］; Vallier ［33］: ch. 
4-5 を参照。

⑽　この例は Lister ［21］: 69-70 を参照した。
⑾　コンバージェンスリベラルによるコンセンサス PJP

に対する二つの修正は，共に PJP を自由な社会にお
ける教説の多元性に対してより感応的にしようとする
点で同じ方向を向いているといえるが，相互の概念的
な結びつきは存在せず，一方の修正に必ず他方の修正
が伴うわけではない。従って，穏当な理想化もしくは
インテリジビリティ要件の一方のみを採用する公共的
理性リベラリズムの構想も（そのような理論を展開し
ている論者はいないものの）概念的には可能である。
以下で述べるように，コンバージェンスリベラリズム
が自己論駁的である理由は穏当な理想化に求められる
ために，穏当な理想化を排した修正版の構想は自己論
駁批判を免れる可能性がある。

⑿　Billingham ［5］: 547, 562n26; Vallier ［33］: 32-33; 
［34］: 351, 358; Wall ［36］: 163-164 を参照。

⒀　例えば Arneson ［1］; Enoch ［8］; Raz ［28］; Wall 
［35］は正しさ基底的正当化原理を受容している。

⒁　この定式化は Vallier ［34］: 354 を一部参照した。
⒂　この応答方法については Estlund ［10］: ch.3; ［11］: 

362-365; Lister ［21］; Quong ［25］: 235n34, 250 を参照。
⒃　この応答方法については，Bajaj ［3］; Billingham 
［5］; Gaus ［14］: 225-228; Vallier ［34］を参照。また
Lister ［21］は，公共的理性リベラリズムの「理由モ
デル」と「強制モデル」を区別し，前者はここでいう
第一の応答方法が，後者は第二の応答方法が可能であ
ると論じている。

⒄　用語法は異なっているものの，Estlund ［10］: 54 は
第一の問題と第二の問題を区別している。また，第二
の問題と第三の問題の区別については Billingham ［5］: 
561n23; Vallier ［34］: 361-362n28 を参照。

⒅　この例は Estlund ［10］: 53 を参照した。
⒆　Gaus ［14］: part 1（特に第 4 章）を参照。ガウスは

自己論駁批判に対して次節で検討する第二の戦略を用
いて応答していると解釈する論者も存在するが，
Quong ［26］; Taylor ［32］; Vallier ［34］: 350 などは第
一の戦略を採用していると解釈している。本稿はいず
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れの戦略も失敗すると論ずるため，仮にガウスの自己
論駁批判に対する応答の主眼が第二の戦略であったと
しても彼の理論は自己論駁を免れない。

⒇　周知のように「反応的態度」というタームは P・F・
ストローソン（Strawson ［31］）によって最初に用い
られ，またガウスの議論はストローソンの議論に大き
く依拠している。

㉑　ガウスの PJP は a）正当化の対象に政治的アレンジ
メントではなく社会道徳を据える点と b）政治権力行
使の正統性条件ではなく社会道徳に基づいた道徳的命
令の適切性条件を規定する点で他の PJP と異なる。

㉒　ガウスは「この〔反応的態度の〕枠組みなしには人
間社会はもはや不可能である」（Gaus ［14］: 193 ──
亀甲括弧内引用者）とまで書いている。

㉓　道徳的責任懐疑論については Caruso ［6］を参照。
㉔　この二つの反応の区別については Nichols ［23］; 

Pereboom ［24］: 181-182 を参照。
㉕　ナチの例については Baccarini ［2］: 32-33; Taylor 
［32］: 104 を参照。

㉖　この点については Taylor ［32］: 108-109 を参照。
㉗　ガウスが道徳的無知の問題を看過している点は

Enoch ［9］: 163n25 も指摘している。
㉘　この点は Taylor ［32］の議論を参照した。また，

ガウスが主張する反応的態度の適切性条件に代わって
ウォーラスが主張する適切性条件を組み込む形でガウ
スの理論を再構築すれば問題点が回避できると思われ
るかもしれない。しかしながら，ウォーラスの議論に
おいては，反応的態度の受け手が穏当な理想化を経て
も所与の道徳的規範を受容できない場合にも反応的態
度が正当化されうるために，ウォーラスの適切性条件
を組み込んだ理論はもはやコンバージェンスリベラリ
ズムとは呼べないと思われる。

㉙　ガウスは自らの PJP が依拠するストローソン的主
張の論争性を認めている（Gaus ［16］: 79; ［17］: 9）。

㉚　この点については Wall ［36］: 166-167）も参照。
㉛　Vallier ［34］: 362n28 は「公共的正義の要請に伏在

している価値が，公共的正義の要請がそれ自体公共的
に正当化されていないケースにおいてその要請を適用
することと一般的にいって緊張関係にあるとのより緩
い反論については扱わない」と書いており，内的不整
合の問題は意識的に回避しているように思われる。し
かしながら，ヴァリアが当該論文で応答しようとして
いる Wall ［36］の批判の要点は自己適用の問題では
なく内的不整合の問題であったために，後者の問題を
看過した応答は不十分である。

㉜　この点は Billingham ［5］: 550-554; Wall ［36］: 164-
165 も指摘している。

㉝　公共的正当化テストについての不合意が存在するこ
とはガウス（Gaus ［16］: 79-80）自身認めている。

㉞　以下の例は Billingham ［5］: 547-549 を参照した。

ビリンガムの例は Wall ［36］: 165-167 を参照している。
㉟　この点については Wall ［36］: 164-167 も参照。
㊱　Bajaj［3］: 3143 と Vallier ［34］: 354 は，PJP に対し

て適理的不合意がある場合にも，適理的市民は通常は
PJP 以外の理由から政治的アレンジメントを受容する
ために問題とはならないと論じている。しかしながら
この応答は，PJP に対する適理的不合意の含意を看過
している。それは，特定の PJP が理想化のレベルを
規定することによって初めて適理的市民が持つ理由が
何であるかが明らかになるため，彼らの議論は，適理
的市民が既に特定の PJP について合意していること
を前提にしなければ成り立たないためである。

㊲　この点は Billingham ［5］: 549-550; Wall ［36］: 168 を
参照。もちろん，実際に結合アプローチがアナキズム
に陥るか否かは，所与の社会における市民の教説の多
元性についての経験的事実に依存する。しかしながら，
コンバージェンスリベラルが前提とする多元的な社会
においては，結合アプローチによって正当化される政
治的アレンジメントは相当程度限られるように思われ
る。一例を挙げれば，私有財産権のような古典的リベ
ラリズムの中心的権利であったとしても，穏当な理想
化によってあらゆる市民が自らの教説を受け入れる理
由を持つと考える共産主義者が一人でも社会に存在す
る場合には公共的に正当化されなくなってしまう。ま
た，仮にある種の経験的条件を備えた社会においては
相当程度の政治的アレンジメントが正当化されうると
しても，非常に多元的な社会においても古典的リベラ
リズムの政治的アレンジメントが一般的に公共的に正
当化可能であるとのコンバージェンスリベラリズムの
主張の成否が不安定な経験的条件に依存してしまうこ
とは理論上の大きな欠陥になるように思われる。

㊳　これに対し，公共的正当化可能性を正統性の条件に
しない正しさ基底的正当化の支持者（先述の例の市民
A）の正統性に関する信念は明らかに「道徳的権威主
義の回避」と矛盾するために，それを無視することは
正当化理由と矛盾しないと主張されるかもしれない。
しかしながら非結合アプローチは，先述の例における，
市民 B の奉ずる公共的正当化テストが正しかった場
合の市民 C の正統性についての信念のように，公共
的正当化可能性を追求する形で道徳的権威主義の回避
を真剣に行おうとする市民の信念をも無視されてしま
うことを含意している。
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要　　旨

　本稿では，高度成長期後半の石油化学産業にお
ける誘導品の設備投資調整の実態について，中低
圧法ポリエチレン，スチレンモノマー，エチレン
オキサイドを事例に検討する。具体的には，業界
内の調整機関である各誘導品委員会，業界と通産
省との間で開催される各誘導品分科会での議論を
中心に分析を行ない，斯業において中規模な設備
が大型化され，企業の新規参入が相次ぐ過程を紐
解く。
　業界内の調整は，既存企業が積極的な設備投資
を計画したことや，後発企業が先発企業に生産規
模の面で後れを取らないよう計画を打ち立てた等
の理由により，難航していたことが明らかになっ
た。
　業界と通産省との調整からは，基本的に業界は
既存企業間のみで増設を達成したいと考えていた
のに対し，通産省は業界に新規参入を認めさせて
いたことが明らかになった。一方エチレンオキサ
イドの事例からは，通産省が設備の年産能力を規
定したことにより，業界間の調整が困難となった
ことが明らかになった。

1.　は じ め に

　高度成長期の日本は，その名に冠された通り急
激な経済成長を遂げた。1980 年代にはいると，

急成長の要因について，ジョンソン［17］や沖本
［16］は通商産業省が実施していた産業政策の役
割を強調した。一方小宮［9］は，産業政策の影
響を否定的にとらえ，民間企業や市場の役割を指
摘した⑴。前者は政治体制や通産省の側の視点に
立脚しているのに対し，後者は主に経済学という
ツールを用いて分析を行っていることに特徴があ
る。他方経済史の分野では，産業政策について，
産業ごとの個別具体的な政策の展開を分析するこ
とで，それぞれの局面に政策が果たした意義や，
問題点を明らかにしてきた。通産省の産業政策の
影響下にあった産業は枚挙に暇がないが，幼稚産
業保護の観点から産業政策が実施された代表的な
ものとして石油化学産業がある。石油化学産業に
は，様々な産業政策が実施されていたが，特に注
目を集めたのがエチレン年産 30 万㌧基準（以下
30 万㌧基準）と呼ばれる設備投資調整政策であ
った。
　投資調整政策は，過当競争を防止するために企
業に設備投資の抑制を迫る目的で設定された。石
油化学産業は装置産業であり，設備を大型化して
規模の経済を発揮させることが，生産コストを下
げるために必要となる。日本の石油化学産業では
多くの生産技術を欧米諸国から輸入する必要があ
り，戦後復興期に制定された外資法を権限として
通産省は企業が実施する設備投資に介入すること
ができた。そのことが官民の設備投資調整を可能
としていた。1967 年 6 月に制定された 30 万㌧基
準は，設備を大型化させる意図から，これまで
10 万㌧であった設備の下限能力を一挙に引上げ
た政策であった。30 万㌧基準が直接的な原因と
なり，オイルショックに先駆けた 1972 年に過剰
設備が業界として顕在化し，カルテルが締結され
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た。
　30 万㌧基準に関する研究は，1990 年代に実施
された，分析主体を企業集団や業界団体及び政府
に分け，それぞれが「企業の競争力や成長力の増
進にいかに貢献したかを検討」した橘川［7］や，
30 万㌧基準制定前後の各社の新増設計画の差分
を検討した平井［26］などがあるが，近年でも積
極的に行われている。平野［27］は，「30 万トン
基準が多数の設備建設を促した実態及びプロセス
に関してはこれまで明らかにされることはなかっ
た」（29 頁）との問題意識にたち，後述する協調
懇談会において使用されていた資料を検討するこ
とで，エチレンの需要予測の運用システムと過剰
設備との関係を論じた。その平野に批判的見解を
示した橋本［25］は，30 万㌧基準を契機として
需要予測によって与えられる新増設枠の分配とい
ったマクロ的な調整ではなく，個別のコンビナー
トごとに審査が行なわれるミクロ的な調整へと認
可システムが変化しているとし，通産省は「主に
原料ナフサの手当てと誘導品需要の構成に問題が
なければ原則認可」（41 頁）したと主張した。長
井［21］は，両者とは異なる資料を使用し橋本説
を支持したうえで，各企業のより詳細な認可過程
を分析することで30万㌧基準のクライテリアには，

「原料ナフサの手当てと誘導品需要の構成」だけ
でなく資金調達や採算性，公害防止面も考慮され
ていたと主張した。
　平野論文に批判的見解を示した橋本論文や，そ
れらの主張を再検討した長井論文の研究結果を踏
まえると，30万㌧基準が運用されていた時期には，
エチレンの設備投資計画の認可にあたり通産省は，
最初に枠を決めて企業に割り振るのではなく，企
業ごとに計画の妥当性を審査していたことがわか
る。とはいえ，企業間がどのように交渉を行なっ
ていたか，またそれに通産省がどのように関与し
たかについては，個別交渉を前提としたエチレン
の投資調整からでは見えてこない。以上の点を検
討するために，誘導品の設備投資調整を分析する
ことが有効である。誘導品の投資調整では，誘導
品ごとに，業界側の機関として委員会が設立され，
そこでの議論が業界と通産省との間で開催される
分科会に持ち込まれた。こうした点を検討するこ
とで，当該期の各誘導品における企業間の投資調
整が，円滑に進行したのかどうか，そして各企業

の利害調整において，通産省はどのような役割を
果たしたのかを明らかにすることにつながると考
えられる。
　誘導品の投資調整を対象とした先行研究はほと
んど存在しないが，例外的に長井［20］がある。
長井［20］は，1962 年から 1964 年までの高度成
長期前半の，民間企業主体で進行したいくつかの
誘導品の投資調整について検討し，投資調整がう
まく機能するか否かについて，当該する誘導品の
生産量と生産社数が大きな影響を与えていたと指
摘した。なお，長井［20］の分析の枠組みは，橘
川［8］に規定されている。橘川［8］は，電力産
業や石油産業といった産業ごとの政策の検討を通
じ，業界が持つ秩序化，調整能力によって政府の
出番は異なるという大枠を提示した。長井は，橘
川のいう秩序化，調整能力が誘導品ごとに異なっ
ているとの前提に立ち，議論を精緻化しようと試
みたのである。本稿の分析と長井［20］と合わせ
ることで，高度成長期の誘導品の投資調整を通し
で理解することが可能となるほか，橘川［8］の
議論の妥当性を，長井［20］の時期より進んで確
認することにもつながると考えられる。
　また，岡崎［4］は近年経済学の分野においても，
イノベーションなどに対する関心から，産業政策
が注目を集めているとし，その根拠として近年海
外ジャーナルで特集が組まれたことや，有名ジャ
ーナルに掲載された本数が増加傾向にあることを
指摘した。もっとも，岡崎は投資調整について特
別言及しているわけではないし，経済学的な定量
分析と本稿で扱う定性分析とでは視角は異なる。
しかし上述の通り，投資調整は当時の日本の産業
政策としては極めて大きな意義をもっており，そ
の歴史的な事象の機微を捉える作業を行うことに
よって，今日の政策を考えるうえでの有益な示唆
が得られるのではないかと考えられる。
　本稿では数ある誘導品の中から，中低圧法ポリ
エチレン，エチレンオキサイド，スチレンモノマ
ーを対象とする。その理由は，官民の投資調整が
行われる協調懇談会の下部組織として設けられた
誘導品分科会にこれらが含まれているからである。
本来はエチレン消費量が非常に高い高圧法ポリエ
チレンを含めるべきであろうが，本稿で分析する
時期にはすでに企業の自主性にそった，弾力的な
調整が業界として行われており（石油化学工業協
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会［15］367 頁），通産省の関与の度合いは低か
ったと考えられる。本稿の分析視覚のひとつとし
て設定する，業界と通産省との関係の解明という
観点からは上記 3 つの誘導品を対象とすることが
先決であると考えた。高圧法との比較については
興味深い論点ではあるが，今回は扱わないことと
する。
　本稿では，差し当り 30 万㌧基準が制定され，
設備投資調整に関する活発な議論が展開されたと
考えられる 1967 年から 1970 年までを分析期間と
定める。分析期間を 1970 年に区切る理由は，
1969 年末の認可で 30 万㌧設備は一巡すること，
及び 1970 年秋口より石油化学製品の需要の伸び
が鈍ることとなる（平野［28］139 頁）ため，以
降の議論は比較的低調に進んだのではないかと考
えられるからである⑵。
　後述するように，基本的に協調懇談会と各誘導
品委員会での討議はフリートーキングだったと考
えられ，議事録などは管見の限り確認できないが，
その内容については当時の業界誌に記されている
ので，本稿では『化学工業日報』［6］と『化学経
済』［5］を中心に使用した。

2.　高度成長期の石油化学工業概要

2. 1　胎動期の石油化学工業
　日本で初めて本格的に石油化学製品の国産化を
意図したのは，東海硫安，日豊化学，日本曹達で
あり，1949 年 6 月から 1950 年 8 月の間に計画を
立てたものの，それらの計画は流動的であり中止
されることとなった。その後，合成樹脂や合成繊
維といった石油化学製品の輸入の進行や，石油化
学の原料を供給する石油精製業の急速な成長など
を背景に，1953 年から 1955 年にかけて石油化学
工業の事業化を計画する企業が増加した（石油化
学工業協会［14］42-47 頁）。
　1955 年 7 月に通産省は「石油化学工業の育成
対策」を省議決定し，これ以降日本開発銀行によ
る低金利融資や，輸入関税の免除，生産設備の特
別償却といった措置や旧軍燃料廠の払い下げが正
式に決定されることとなった。通産省によって外
資の導入を認可された企業は，多くの技術的困難

に苦しみながらも，1957 年 2 月から 1960 年 5 月
にかけて生産を開始した。ここまでの日本の石油
化学産業の一連の展開は，石油化学第一期計画と
呼称されている。（石油化学工業協会［14］61，
68-70，88-91，163-164 頁）。
　第一期計画から生産を開始した企業は，高圧法
ポリエチレンを中心とする石油化学製品に対する
旺盛な需要に支えられ，順調なスタートを切るこ
とに成功した。その結果，すでに生産を開始して
いる企業は既存設備の大型化を希望するようにな
り，新たに石油化学に新規参入を希望する企業も
増加した。生産各社の新増設計画を取りまとめる
ために，通産省は 1959 年 12 月に「今後の石油化
学工業企業化計画」を発表した。その決定をもと
に各社の新増設計画が認可され，日本の合計エチ
レン年産能力は飛躍的に増加した。「今後の石油
化学工業企業化計画」から協調懇談会開催までの
石油化学産業の展開は，石油化学第二期計画と呼
称されている（石油化学工業協会［14］115-121，
178 頁）。
　このような草創期の日本の石油化学産業の順調
な発展の裏側で，当時の日本は貿易自由化に舵を
切りつつある状況にあった。1963 年に通産省は，
石油化学含むいくつかの産業の国際競争力の強化
を，官民で志向するため特定産業振興臨時措置法
案を国会に上程したが，実現することはなかった。
石油化学業界は上記法案の制定を支持していたた
め，1964 年 12 月に協調懇談会が誕生した（石油
化学工業協会［14］174-191 頁）。

2. 2　協調懇談会以降の石油化学工業
　通産省の代表から 2 名，業界より 3 名，開銀な
ど第 3 者の 3 名より構成される協調懇談会には，
下部機構として高圧法ポリエチレン，中低圧法ポ
リエチレン，エチレンオキサイド・エチレングリ
コール，スチレンの 4 つの誘導品分科会が設置さ
れた（通商産業政策史編纂委員会編［18］348頁）⑶。
さらに誘導品分科会の業界側の機関として，石油
化学工業協会内に各誘導品委員会が設置された

（化学工業日報社［6］1969 年 2 月 5 日）。当該す
る誘導品を生産する企業で構成された各誘導品委
員会では，主に分科会が開催される前に各社の増
設調整を実施していた。設備投資調整の方法につ
いて，本稿で対象とする当該期の中低圧法ポリエ
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チレン，エチレンオキサイド，スチレン委員会は，
基本的には t ＋ 4 年の需要を推定，その値を適正
だと考えられた稼働率で除し同年に必要となる能
力を算出し，必要能力からその時点の業界全体の
能力，及びそれと認可済み能力の合計を差し引い
た数値を，増設枠として生産企業や新規参入を希
望する企業に割当てていた。
　協調懇談会がどのように進行したかについて，
平野［28］は 84 頁にてある特定の回においては
最初に通産官僚が説明し，その後はフリートーキ
ングであったことに言及している。また，1967
年 9 月 20 日の『化学工業日報』［6］には，誘導
品委員会も同様にフリートーキングで進んだこと
が記されている⑷。協調懇談会と各誘導品委員会
においては，需要予測を参照し，口頭で意見交換
がなされ調整が実施されていたのだと考えられる。
　前述の通り 1965 年 1 月の協調懇談会では 10 万
㌧基準が制定されたが，そこでは将来需要の設定
や認可方針，誘導品計画を認可する際に重視する
点などが決定された。そして 1967 年 6 月の協調
懇談会では，30 万㌧基準が制定された。基準制
定について通産省は，海外企業の設備の大型化が
著しいので，日本の石油化学産業として更なる大
型化を進める必要があること，企業には「自己責
任に徹した慎重な判断がのぞまれること」，そし
て外資法の運用にあたって，「関係企業の自己責
任に立脚する自主的な意思」を尊重することを説
明した（通商産業政策史編纂委員会編［18］351-
352 頁）。
　30 万㌧基準制定当時に通産省第一化学課長を
務めていた天谷直弘は，エチレンと比較して誘導
品がなぜ自由化されなかったのかという記者の質
問に対し，「どの企業も 30 万トン計画で強行され
ると困るので，ここしばらくは誘導品をブレーキ
としてお」くと回答した（化学経済研究所［5］
1967 年 8 月号，64 頁）。天谷は，誘導品の投資調
整を通じて，30 万㌧計画をコントロールしよう
と考えていたのである。
　30 万㌧基準の制定後，日本に 9 つの 30 万㌧の
エチレンプラントが建設され，各石油化学製品の
供給能力は飛躍的に上昇したものの，1970 年秋
ごろより供給過多となり，その後も徐々に稼働率
が低下していったことから，1972 年 4 月に業界
初となるカルテルが締結されることとなった。

3.　�高度成長期の中低圧法ポリエチレン，ス
チレンモノマー，エチレンオキサイドの
生産概要⑸

　前述の通り，石油化学工業の基礎製品は，様々
な誘導品（中間製品）として使用される。次に，
高度成長期における主要なエチレン系誘導品のエ
チレン消費量の推移を図 1 に示し，本稿で扱う誘
導品の生産概要を確認していく。なお，同図のエ
チレン消費量は，各誘導品の t 年におけるモデル
プラントのエチレン消費の原単位を，各誘導品の
t 年における生産量とかけて算出している。
　1958 年に三井石油化学が，日本で初めて中低
圧法ポリエチレンの生産を開始した。硬質で半透
明という物性をもつ中低圧法ポリエチレンは，も
ともとポリバケツやごみ容器といった日用品や，
シャンプーや家庭用洗剤などの軽量容器として使
用されていたが，プロピレン系誘導品であるポリ
プロピレンとの競合が目立っていた。1965 年ご
ろより，以前より開発を進めてきた各種コンテナ
がメーカーによって徐々に採用され始めるととも
に，同年の消防法改正により工業薬品容器として
の需要が伸びた。また，藁紐や麻ひもが延伸テー
プに代替されるなど，中低圧法ポリエチレンは積
極的な広がりを見せ始めた。図 1 からは，1965
年ごろまでの中低圧法ポリエチレンはスチレンモ
ノマーやエチレンオキサイドと比較してエチレン
消費量が高い製品ではなかったが，その後急速に
上昇したことが確認できる。
　1959 年に旭ダウと三菱油化が日本初となるス
チレンモノマーの生産を開始したが，その主要な
誘導品となるポリスチレンは，1957 年に両企業
によって日本で初めて国産化が開始された石油化
学製品であった。ポリスチレンは様々な合成樹脂
へと変化する。スチレンモノマーの国産開始当初
に，その需要の太宗を占めていたのは GP（一般
用ポリスチレン）であったが，1960 年に日本合
成ゴムが生産を開始すると，GP に SBR（スチレ
ン・ブタジエンゴム）を配合した HI（衝撃に強
いポリスチレン）の需要も徐々に伸びた。両製品
は家庭電器や雑貨製品に使用された。
　また，ポリスチレンを使用した樹脂として，ア
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クリロニトリルと共重合した AS 樹脂，アクリロ
ニトリルとブタジエンを共重合した ABS 樹脂，
重合と加工段階で発泡させた発泡スチレン（発泡
スチロール）などがある。1961 年より三菱モン
サントによって生産が開始された AS 樹脂と
1962 年より旭ダウなどによって生産が開始され
た ABS 樹脂は，電気器具や車両，文具雑貨など
に使用された。また，1962 年より生産が開始さ
れた発泡スチレンは，板物として，断熱材として，
また粒上にしてクッション材などに使用された。
このようにスチレンモノマーの誘導品であるポリ
スチレンには様々なバリエーションがあり，多面
的な広がりを見せた。スチレンモノマーのエチレ
ン消費量もエチレンオキサイド同様，他の誘導品
と比較して緩やかに上昇した。
　エチレンオキサイドは戦前よりエタノールを原
料として日本曹達によって生産されていたが，戦
後になると諸外国が石油化学方式での生産を開始
したことにより，外国産と比較して割高な国産は
窮地に立たされた。そのため日本も石油化学方式
での生産を模索し，1958 年に三井石油化学が生
産を開始した。その翌年には，日本触媒が国産技
術で生産を開始した。
　エチレンオキサイドは，その主要な誘導品であ
るエチレングリコールや，界面活性剤などに使用
された。1958 年に上述した三井石油化学が生産
を開始したエチレングリコールは，ポリエステル

繊維や爆薬，セロファン，不凍液などに使用され
た。
　エチレングリコールについて，1965 年ごろに
なると爆薬，セロファン需要が停滞し始める一方，
ポリエステル繊維の需要と，自動車の保有台数の
増加に伴い不凍液の需要が急増した。また，エチ
レンオキサイド系誘導品のエタノールアミンは界
面活性剤や切削油として，ポリエチレングリコー
ルは界面活性剤への用途を中心に，化粧品，医療
用途へと広がり，着実な伸びを示した。エチレン
オキサイドのエチレン消費量は，他の誘導品と比
較して緩やかに上昇している。

4.　�1967 年から 1970 年までの各誘導品委員
会，協調懇談会分科会を中心とした調
整内容の検討

　以下では，1967 年から 1970 年までの中低圧法
ポリエチレン，スチレンモノマー，エチレンオキ
サイドの各誘導品委員会，及び協調懇談会分科会
を中心とする業界と通産省の討議内容を検討して
いく。なお，分析の前提となる表 1，2，3 の各誘
導品企業の生産概要は，高度成長期の業界の全容
を概観するため今回新たに作成した⑹。いずれの
表においても，1964 年までは各社社史，1965 年
以降については『日本の石油化学工業』［11］を

出典）『大型化の経済性分析（下）』，『日本の石油化学工業 50 年データ集』より作成。
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図 1　高度成長期におけるエチレン系誘導品のエチレン消費量
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参照した。1965 年以降について社史では増設の
展開を追うのが困難な企業も存在したこと，また
同時期の石油化学産業では，公表能力と実際の年
産能力に乖離が生じていることが問題となってお
り（化学工業日報社［6］1970 年 4 月 24 日），社
史と『日本の石油化学工業』で数値が異なってい
る設備もあったため統一的指標として『日本の石
油化学工業』を使用した。なお，基本的には各年
末における能力であるが，『日本の石油化学工業』
では，翌年 2 月末や，3 月末などで時期を区切っ
て前年の能力を算出しているものもある。

4. 1　中低圧法ポリエチレン
　1967 年時点の参入済み企業は，三井石油化学，
日本オレフィン，古河化学，三菱化成，三井化学
の 5 社である。表 1 は高度成長期における中低圧
法ポリエチレン生産企業の概要である。日本オレ
フィンは，昭和油化と日本鋼管が 1963 年 5 月に
設立した企業であるが，1972 年 8 月に昭和油化
に名前を戻している。古河化学は，1970 年 3 月
より日本石油化学に吸収合併され日石樹脂化学と
なる。両社とも期間中に名称が変化するので補足
した。なお，1973 年に住友化学の設備は休止さ
れるため（7000）と表記している。
　1966 年の中低圧法ポリエチレンの需要量は対
前年比 44％増となる約 11 万 7000㌧を記録したが，
これはフィルム，延伸テープ各用途別需要と，輸
出が著しく増加したためであった⑺。翌年に入っ
ても需要過多の状況は変わらず，「絶対量の不足
から需給のアンバランスを招いており各社の増設
が急がれてい」た（化学経済研究所［5］1967 年
8 月臨時増刊号，67 頁）。こうしたなか石油化学
工業協会中低圧法ポリエチレン委員会は春ごろよ
り需要予測を開始し（化学工業日報社［6］1967
年 4 月 27 日），4 年先となる 1971 年の需要を約
403000㌧，同値を適正稼働率である 90％で除し，
同年に業界全体として保有すべき必要能力を
474000㌧と見積もり，必要能力を現有能力と既認
可能力との合計から差し引いて算出される増設枠
を 211000㌧とした（化学工業日報社［6］1967 年
8 月 2 日）⑻。
　この需要予測の値をもとに業界は話合いを開始
したが，主な焦点は既存企業間の増設枠の配分と
新規参入企業の扱いについてであった。新規参入
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を希望している企業は旭化成と日産化学の 2 社で
あり，両社は生産拠点にて中間プラントを建設済
みで，「特許権だけを導入する」状態であった（化
学工業日報社［6］1967 年 7 月 11 日）。
　8 月上旬に中低圧法ポリエチレン委員会が開催
され，まず業界間での調整が行われた。委員会で
の審議の結果，増設枠は三井石油化学，日本オレ
フィン，古河化学の先発 3 社に各 50000㌧配分さ
れることが決定された。その直後に「通産省化学
工業局主催の石油化学工業協調懇談会中・低圧法
ポリエチレン分科会が」開催された（化学工業日
報社［6］1967 年 8 月 2 日）。分科会では，業界
が「通産省の調整に期待し」ていた三菱化成と三
井化学の後発 2 社と新規参入を希望する企業の枠
配分について検討された。その結果，後発 2 社の
三菱化成，三井化学には各 13000㌧ずつ，新規参
入の旭化成に 20000㌧，日産化学に 15000㌧配分
されることが決定した（化学工業日報社［6］
1967 年 8 月 2 日）。この時点で新たに 2 社が中低
圧法ポリエチレン業界に参入することとなったが，
業界が 1 社のみならず 2 社の新規参入について否
定的な見解を示さなかったことは，需要が急増し
ていたことや既存企業に枠が十分に与えられてい
たからだと考えられ，後に検討するスチレン業界
やエチレンオキサイド業界の事情と異なっていた。
同年の中低圧法ポリエチレンの設備投資調整は，
円滑に進むこととなった。なお，同年秋冬から翌
年にかけて，需給調整の観点から三井石油化学と
三井化学のグループ間で調整が行われ，三井化学
の新増設計画は白紙となり（三井東圧化学株式会
社社史編纂委員会編［30］522 頁），同社の枠は
最終的に三井石油化学に譲渡されることとなった

（化学工業日報社［6］1969年 9月 7日）。本年以降，
三井化学は中低圧法ポリエチレンの設備投資調整
に参加していないと考えられる。
　1967 年の中低圧法ポリエチレンの需要量は，
対前年比 35％増の約 158000㌧となった。これは，
コンテナや各種ケースを中心とする射出成形品の
需要の増加や，本格的に延伸テープやクロス袋が
各社に採用されたためであった（化学経済研究所

［5］1968 年 8 月臨時増刊号，45 頁）。1968 年春
ごろになり，中低圧法ポリエチレン委員会は需要
予測を開始した（化学工業日報社［6］1968 年 4
月 6 日）。委員会は 1972 年の需要を 452470㌧，

認可枠から差引き 53000㌧を増設枠とした（化学
工業日報社［6］1968 年 5 月 14 日）⑼。
　5 月上旬に，この増設枠をもとに中低圧法ポリ
エチレン委員会で話合いが行われた。業界として
は，既存設備と去年認可された設備で，今年度に
算出された 1972 年の需要をまかなうことができ，
需給がひっ迫する見込みもいまのところないので，
すぐに枠の配分を行なわず，各企業の増設がひと
段落する「十月ごろ，後発メーカー優先の形で配
分する方針」を決定した（化学工業日報社［6］
1968 年 5 月 14 日）。
　11 月上旬に中低圧法ポリエチレン委員会が開
催されたが，争点となったのは新規参入を希望す
る企業の取扱いについてであった（化学工業日報
社［6］1968 年 11 月 10 日）。ニューカマーとし
て「チッソ，三菱化成，日本ユニカー，大日本イ
ンキ，鐘淵化学，東洋曹達（中部ポリマー）」な
ど多数の企業が名乗りをあげ（化学工業日報社

［6］1968 年 10 月 30 日），なかには外国資本を導
入するのではなく，自社技術で生産を行なう予定
の企業も複数あった（化学工業日報社［6］1968
年 11 月 3 日）。この場合，外資法は適用外となる。
同月中旬に通産省と業界との間で会合が開かれた。
業界は通産省に対し，1972 年の増設枠である
53000㌧のうち 45000㌧を，後発企業である三菱
化成に 20000㌧，日産化学に 15000㌧，旭化成に
10000㌧配分する予定であり，国産技術によって
新規参入を果たす予定の企業と話合いをする意向
を伝えた。通産省は，「新規計画企業を含め業界
全体でさらに議論をつくしてほしい」とした（化
学工業日報社［6］1968 年 11 月 14 日）。
　同月中旬に中低圧法ポリエチレン委員会が開催
され，既存各社と新規参入を希望するチッソ，三
菱油化との間で話合いが行われたが，「新増設枠
の配分については次回の分科会で正式決定される
ことになっ」た。後発 3 社は先に認可された計画
を経済単位である年産 30000㌧に引上げることを
希望していたため，前述の通り増設枠の 45000㌧
を前掲各社に割当て，チッソと三菱油化について
は，先発 3 社が「操業率を一〇％落としてねん出
する」方針が検討された。通産省は，「正式決定
は分科会で行なうとし」たが，三菱化成の増設に
ついては計画的に確実だと判断し認める考えを示
し，他社については「検討したのち態度を決めた
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い」とした（化学工業日報社［6］1968 年 11 月
29 日）。この後発 3 社の計画の引上げとチッソと
三菱油化の参入については，翌年に議論されるこ
ととなる。
　1968 年の中低圧ポリエチレンの需要量は前年
比 28％増となる約 203000㌧を記録した。一部の
製品で競合していた高圧法ポリエチレンの価格低
下や，ポリプロピレンの新規需要の開拓によって，
中低圧法ポリエチレンの需要の伸び悩みが予想さ
れていたものの，前年同様コンテナや各種ケース
の需要が伸長するとともに，先発 3 社を中心に輸
出が拡大したため，需要量は大きく増加すること
となった（化学経済研究所［5］1969 年 8 月臨時
増刊号，50 頁）。1969 年春ごろに中低圧法ポリエ
チレン委員会は需要予測を推定し，適正稼働率や
増設枠に関する数値の記述がないが，1973 年の
需要を約 532000㌧とした（化学工業日報社［6］
1969 年 4 月 9 日）。4 月上旬に中低圧法ポリエチ
レン委員会と通産省との間で話合いが行われた。
通産省に対し業界は，前年話合われた後発，及び
新規参入企業を除く各社の増設調整について「枠
取り思想」につながるとして，当面は新増設の配
分は討議しないこととした（化学工業日報社［6］
1969 年 4 月 11 日）。これは，後述する枠を抱え
込んだまま増設を実施していない企業の存在を懸
念したものである。そして 1973 年度の需要を満
たす新増設調整については，「今後その必要が生
じたときに検討する」ことを決定した（化学経済
研究所［6］1969 年 11 月号，5 頁）⑽。この説明
を通産省は了承した。
　同年 9 月中旬に，中低圧法ポリエチレン分科会
が開催された（化学工業日報社［6］1969 年 9 月
13 日）。後発 3 社の中でも「稼働後に高操業率を
維持している三菱化成に 2 万トン」の枠が配分さ
れることとなり，旭化成と日産化学には新たに
15000㌧ずつ配分されることとなった（化学経済
研究所［6］1969 年 11 月号，6 頁）。また，前年
に議論されていた「チッソ，三菱油化の両社」の
参入も合わせて決定した（化学工業日報社［6］
1969：10 月 10 日）⑾。今後は両企業のような自社
技術による多数の企業による参入が見込まれてお
り，業界と通産省がどのように対処するのかに注
目が集まっていた（化学経済研究所［6］1969 年
11 月号，6 頁）。

　1969 年の中低圧法ポリエチレンの需要量は前
年比 37％増の約 279000㌧となった。これは，前
年よりビール用コンテナが採用されたほか，農水
産物，食品用コンテナ需要が大幅に上昇し，また
延伸テープや結束テープなどの分野でも需要が増
大したためであった。需要量の著しい上昇とは裏
腹に製品価格については，先述の通り参入企業が
この短期間に著しく増加したことにより「急激な
下落傾向を示して」いた（化学経済研究所［5］
1970 年 8 月臨時増刊号，63-64 頁）。1970 年春に
なり，中低圧法ポリエチレン委員会は需要予測を
開始し（化学工業日報社［6］1970 年 3 月 26 日），
1974 年の需要を 639000㌧と推定したが，今年度
は 1973 年（t ＋ 3 年）までの調整を行なうこと
とし，同年の需要量を 561000㌧，適正稼働率で
ある 85％で除すことで 660000㌧を必要能力とし，

「要増設能力は十四万一千㌧と算定」した（化学
工業日報社［6］1970 年 8 月 22 日）。今年度の調
整年を 1973 年と定めたのは，前年の設備投資調
整の際に 1973 年の投資調整は「今後その必要が
生じたときに検討する」という方針が決定したた
めである。
　5 月下旬に中低圧法ポリエチレン委員会が開催
された。三井石油化学と三菱油化が大幅な増設計
画を打ち出したほか⑿，昨年認可された後発企業
や他社も増設を希望しており，さらに新規参入企
業も多数存在したことにより，調整は困難を極め，
次回に持越されることとなった（化学工業日報社

［6］1970 年 5 月 22 日）。生産企業間や通産省を
交え調整が幾度か行われた（化学工業日報社［6］
1970 年 7 月 1 日，7 月 14 日）。既存企業の調整に
ついて，これまでに与えられた枠を未だ消化して
いない日本オレフィン，古河化学の枠配分は，そ
の点を考慮して実施されることになるなど「既存
先後発の間で歩み寄りが見られ」，新規企業の扱
いについては，1972 年中部ケミカル，1973 年住
友化学の参入が検討された（化学工業日報社［6］
1970 年 7 月 14 日）。
　8 月上旬に，中低圧法ポリエチレン委員会が開
催され，下旬に入り委員会と通産省との本格的な
話合いが行われた（化学工業日報社［6］1970 年
8 月 13 日，8 月 22 日）。今回の調整では，国産技
術の三菱油化とチッソに各 30000㌧，この 2 社を
含む既存各社間で 42000㌧を配分することとした。
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新規企業については「原則として一年に一社
程度の参入を認めること」となり，1972 年
に中部ケミカル，1973 年に住友化学の参入
が決定し，両社に 1972 年に合計 10000㌧，
1973 年に合計 40000㌧を配分することとなっ
た⒀。
　同年秋冬になり，1974 年の設備投資調整
を行なうため，新たな需要予測の推定を開始
した（化学工業日報社［6］1970 年 10 月 6 日）。
しかし，12 月上旬に開催された中低圧法ポ
リエチレン委員会では，「最近の景気の後退
と全般的な供給過剰さらには市況の混乱など
から，投資増設調整を見送る方針」が決定さ
れた（化学工業日報社［6］1970 年 12 月 9 日）。

4. 2　スチレンモノマー
　1967 年時点で参入を果たしている企業は
旭ダウ，三菱油化，昭和油化と日本鋼管が共
同投資して設立した日本オレフィン，電気化
学工業，室蘭製鉄化学，八幡化学である。表
2 は高度成長期におけるスチレンモノマー生
産企業の概要である。徳山スチレンは，1969
年 1 月に出光石油化学と日本ゼオンとの間で
設立された会社である（出光興産株式会社総
務部 100 周年記念事業プロジェクト編［1］
213 頁）。日本ポリスチレンは，1966 年 11 月
に日本オレフィンと住友化学との間で設立さ
れ，以降日本オレフィンのスチレン事業は日
本ポリスチレンに引き継がれることとなる。
　1966 年のスチレンモノマーの需要量は，
前年比 49％増の約 255000㌧となり，飛躍的
に増加することとなった。1965 年の伸長率
は前年比 22％増⒁であったので，昭和 40 年
不況から抜け出した結果だといえるだろう。
この要因は，スチレンモノマーの主要誘導品
であるポリスチレンの生産が家電需要の増加
を背景に回復するとともに，輸出がこれまで
以上に伸びたためであった（化学経済研究所

［5］1967 年 8 月臨時増刊号，46 頁）。スチレ
ン委員会は，同年春ごろより需要予測を開始
し（化学工業日報社［6］1967 年 5 月 2 日），
4 年先となる 1971 年の需要を 533600㌧，同
値を適正稼働率である 85％で除し，必要能
力を約 628000㌧と見積もり，増設枠を 88000
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㌧とした（化学工業日報社［6］1967 年 9 月 20
日）⒂。
　増設枠の配分について，スチレン委員会を中心
に調整が進行する予定であったが，その前に実施
されていた企業間での調整が難航していたため，
同年の 9 月に入っても「一度も会合を開けない状
態」であった（化学工業日報社［6］1967 年 9 月
8 日）。前年に開催された分科会では，規模の経
済を発揮させるために「最低規模を年間五万㌧」
とすることを決定しており（化学工業日報社［6］
1967 年 11 月 18 日），今年度は極めて少数の企業
にしか枠が配分されない見通しとなっていて，か
つ既存企業の増設計画は合計すると 300000㌧に
達していた（化学工業日報社［6］1967年8月9日）。
また，新規参入を希望する企業も後を絶たない状
況であり，そうした企業にどこまで枠を配分する
のかについても，見解が割れていた。新規参入を
希望している企業として，2 年以上参入を保留さ
れている出光石油化学や，大協和石油化学などが
いた。（化学工業日報社［6］1967 年 6 月 24 日）。
　通産省は業界に対し，新規参入企業の計画を取
上げたいとの意向を伝え，「自主調整の結論を出
すことを要請した」（化学工業日報社［6］1967
年 9 月 8 日）。通産省は，既存企業の計画を優先
的に取上げることを基本的な方針としているが，

「いつまでも閉鎖的な処理」を行なうことはでき
ないとの姿勢を示した（化学工業日報社［6］
1967 年 9 月 8 日）。
　9 月中旬に今年度初となるスチレン委員会が開
催されたが，枠の配分について今回は新増設を見
送るべきとの意見が各社から出され（化学工業日
報社［6］1967 年 9 月 20 日）⒃，最終的に「来春
に持越される」（化学工業日報社［6］1967 年 11
月 18 日）⒄こととなった。
　1967 年のスチレンモノマーの需要量は，前年
比 31％増の約 335000㌧となった。これは，ポリ
スチレンが引き続き好調であったことに加え，
ABS 樹脂や不飽和ポリエステルなど他の誘導品
の需要も堅調に伸びたためであった（化学経済研
究所［5］1968 年 8 月臨時増刊号，30 頁）。1968
年春に需要予測を開始したスチレン委員会は，
1972 年の需要を 714800㌧，適正稼働率である 85
％で除し必要能力を約 841000㌧と推定し，増設
枠を約310000㌧とした。この需要予測値をもとに，

5 月上旬にスチレン委員会と分科会が同日に開催
された（化学工業日報社［6］1968：5 月 7 日）。
分科会では，生産企業の増設計画を合計すると約
160000㌧需要予測を上回ることから，生産企業各
社の増設計画の縮小が必要なこと，また新規参入
企業をどのように扱うかについて話合われた（化
学工業日報社［6］1968 年 5 月 19 日，5 月 23 日）。
　増設計画の縮小について，スチレン委員会委員
長が中心となって調整を行なうこととした。しか
し，「後発メーカーが増設に強気」で調整はなか
なか進まず（化学工業日報社［6］1968 年 6 月 22
日）⒅，また，増設枠の配分方針についても，先
発企業は現在保有する設備の稼働状況や製品の販
売量から増設を行なういわゆる「実績尊重方式」
を支持しているのに対して，後発企業はこれに反
対しており（化学工業日報社［6］1968 年 5 月 19
日），なかなか折合がつかない状況となっていた。
　7 月上旬に，スチレン委員会委員長が通産省に
調整が難航していることを説明した。通産省は

「独自の立場から対策を検討，必要があれば行政
指導に乗出す方針を固めた」（化学工業日報社

［x］1968 年 7 月 11 日）。7 月下旬に，スチレン
委員会と通産省との間で懇談会が開かれた。業界
は，前年に認可を見送られた出光石油化学の「新
規参入は好ましくないとして通産省に」説明した

（化学工業日報社［6］1968 年 7 月 20 日）⒆。前述
の通り，既存企業間での設備投資調整もままなら
ない状態であったので，業界は新規参入を希望す
る企業に配分する枠を捻出することが困難だと判
断したのだろう。しかし通産省は，出光石油化学
の認可を遅らせることはしないとし，「スチレン
業界に同社進出を前提として設備調整案を検討す
るよう要求した」。また，枠の配分では，後発企
業に厚く割当てるよう指示した（化学工業日報社

［6］1968 年 7 月 24 日）。
　8 月下旬に開催されたスチレン委員会では，既
存企業の増設計画を削減して枠を捻出し，出光石
油化学の認可を業界として認める方針が決定され
た（化学工業日報社［6］1968 年 8 月 28 日）。8
月の終わりに委員長が通産省にその意向を伝え，
9 月のスチレン委員会で正式に決定することとな
った（化学工業日報社［6］1968 年 8 月 31 日，9
月 5 日）。
　1968 年の需要量は前年比 34％増の約 448000㌧
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であった。これは昨年の需要見通しを 5 万㌧ほど
上回るものであり，前年同様各種誘導品の需要が
伸びた結果であるが，その中でも需要の太宗を占
めるポリスチレンについては，家電製品用需要や
一般機器の工業分野での使用を中心に前年比 30
％を超える上昇を示した（化学経済研究所社［5］
1969 年 8 月臨時増刊号，31 頁）。1969 年春ごろ
になりスチレン委員会は需要予測を推定し，1973
年の需要を 905000㌧とした（化学工業日報社［6］
1969 年 5 月 8 日）。適正稼働率や要増設枠につい
ては管見の限り確認できなかったが，委員会は

「四十八年以降の増設調整は明春の協調懇談会で
検討すること」を決定した（化学工業日報社［6］
1969年12月25日）。こうした委員会の決定に対し，
通産省第一化学課長は同年秋冬になると，委員長
にもう一度スチレン委員会を開くよう要望した。
同省課長は，最近のスチレンの需要が予想を上回
る伸びを示しており，需要予測の改定を行なう考
えはないか，また改定した結果新規参入の余地が
あれば，新たに一社認めてほしいと説明した。こ
の一社は，新大協和石油化学と同コンビナートに
て誘導品の生産を行なう予定の企業から構成され
る中部ケミカルの計画である。本年 6 月に通産省
によって同社の 30 万㌧計画は正式に認可された
が，スチレンを含む同社の誘導品計画は，「協調
懇談会ベースでの認可が得られ」ていなかった

（化学工業日報社［6］1969 年 11 月 12 日）。
　業界としては，明春に増設計画を検討する方針
であることや，「現状以上に市場秩序が混乱する
こと」などを理由とし，新規参入に難色を示した
ものの，同省課長は再度要請を行なった。その結
果，12 月の終わりにスチレン懇談会が開催され，

「非公式に意見の交換」が行われた。通産省の「強
い要請」であったことから，業界の「大勢として
は止むを得ないとの意向が多く」なり，通産省案
を受け入れる方向に舵を切った（化学工業日報社

［6］1969 年 12 月 25 日）。1970 年 1 月下旬に，懇
談会にて再度意見の交換がなされ，業界は正式に
中部ケミカルの計画を認めることとした（化学工
業日報社［6］1970 年 1 月 25 日）。
　1969 年の需要量は前年の需要推定量を 9 万㌧
ほど上回り，対前年比 38％増となる約 619000㌧
を記録した。それぞれの誘導品において成長が見
られたが，その中でもポリスチレンは，これまで

と同じく家電用需要や工業用分野での需要が伸び
たことに加え，輸出が前年比で 86％ほど上昇す
ることとなった。1970 年春ごろにスチレン委員
会は需要予測の推定を開始し（化学工業日報社

［6］1970年4月23日），1974年の需要を1341500㌧，
適正稼働率 85％で除し必要能力を約 1578000㌧，
既存設備と既認可能力との差から 877000㌧を増
設枠（化学工業日報社［6］1970 年 9 月 18 日）
とした。
　6 月にスチレン委員会が開催された。この時の
議論については管見の限り確認できなかったが，
特に問題が生じていたというような記述はみられ
なかった。9 月に再度スチレン委員会が開催され
た。増設枠 8770000㌧のうち 40000㌧を中部ケミ
カルに割り当てることなり，残りが既存企業に配
分された（化学工業日報社［6］1970 年 9 月 18
日）⒇。

4. 3　エチレンオキサイド
　1967 年時点の参入済み企業は，日本触媒，三
菱油化，三井石油化学，日曹油化の 4 社である。
表 3 は高度成長期におけるエチレンオキサイド生
産企業の概要である。1966 年のみ生産をしてい
た東海ガス化学は，三菱油化から委託され生産を
行なっていた会社である。泉北酸化エチレンは，
1968 年 11 月に三井石油化学と三井高圧化学が設
立した会社である。
　1966 年のエチレンオキサイドの需要量は前年
比 42％増となる約 111000㌧を記録した。その理
由は，主要な誘導品であるエチレングリコールの
需要が，内需のみならず外需を含め急増し，その
他の誘導品についても好調な伸びを示したためで
あった（化学経済研究所［5］1967 年 8 月臨時増
刊号，47 頁）。　生産企業は，本年春ごろに需要
推定を行ない，4 年先となる 1971 年の需要を約
215000㌧㉑と見積もり，同値を適正な稼働率と考
えられていた 90％で除し，同年に必要となる生
産能力を 239000㌧とした。既認可済みの設備合
計は 166000㌧となり，先の数値との差である要
増設枠を 73000㌧とした（化学工業日報社［6］
1967 年 4 月 16 日）㉒。
　この需要予測を受けて石油化学工業協会エチレ
ンオキサイド・エチレングリコール委員会は調整
を開始したが，既存企業間だけで枠を分け，その
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中でも相対的に規模が小さい日曹油化の計画を優
先する方針を決定した（化学工業日報社［6］
1967 年 6 月 15 日，6 月 21 日）㉓。しかし，既存
企業間の増設枠の配分については「各社で意見が
対立，調整がつか」ない状況となっていた（化学
工業日報社［6］1967 年 8 月 9 日）㉔。
　業界はこうした方針と遅々として進まない調整
内容を通産省に伝えたが，通産省は国際競争力の
強化の観点から，設備の大型化を意味する「ワン
ユニット年間五万㌧単位で調整することを要請」
した（化学工業日報社［6］1967 年 7 月 28 日）。
要請を受け業界は再度話合いを開始したが，その
配分を巡って議論が難航することとなった。日本
触媒が年産 60000㌧能力の増設を希望したが，他
社によって拒否された。7 月下旬に両製品の委員
会の委員長が通産省と話合いを行なった。委員長
は，通産省の指示である大型化を前提とした調整
を開始したものの，現状まとまっていないこと，
そしてもともとの業界案であった各社に均等に配
分する可能性があることなどを伝えたが，通産省
は「“枠取り”意識が強く働いていることが原因
とみて今後の調整は当初の方針を再確認して設備
大型化の線に沿って調整を進めるよう再び要請し
た」（化学工業日報社［6］1967 年 7 月 28 日）㉕。
　8 月中旬に開催された両製品の委員会において
も結論が出ないばかりか（化学工業日報社［6］
1967 年 8 月 13 日），通産省によって枠の配分条
件が規定されたことにより，先に業界の方針とし
て決定していた日曹油化の優先的な増設について
も，「異論を唱える意見も台頭」する状況となっ
た（化学工業日報社［6］1967 年 9 月 7 日）。9 月
下旬に既存 4 社間で開催された常務会において，
現状「適切な配分方法はない」と意見が一致し

（化学工業日報社［6］1967年9月22日；9月24日），
その後の委員会において「年内解決を見送るこ
と」が正式に決定した（化学工業日報社［6］
1967 年 12 月 21 日）㉖。
　1967 年のエチレンオキサイドの需要量は前年
比 31％増となる約 146000㌧となった。同年の需
要量の増加の主因は，生産各社が前年に増設を達
成したことにより更なる増産を行ない，各製品の
価格競争が激化したためであった。業界としては

「採算割れの状況」に陥っていた（化学経済研究
所［5］1968 年 8 月臨時増刊号，31 頁）。1968 年
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春に入り，エチレンオキサイド・エチレングリコ
ール委員会は需要予測を行ない，1972 年の需要
を約 254700㌧と推定，同年の増設枠を 124000㌧
とした（化学工業日報社［6］1968 年 3 月 30 日）㉗。
この増設枠を生産各社は，日本触媒 34000㌧，三
井石油化学 32000㌧，三菱油化 32000㌧，日曹油
化 26000㌧と配分した（化学工業日報社［6］
1968 年 5 月 29 日）。この配分に対する通産省の
見解については，管見の限り確認できなかったが，
特に議論が繰り広げられた様子もないことから，
了承したものと考えられる。本年の設備調整は，
前年増設を見送ったことにより枠が持越されたの
で，前年のように問題となることはなく，円滑に
進むこととなった。
　1968 年の酸化エチレンの需要量は前年比 26％
増となる約 183000㌧となった。これは，界面活
性剤需要の増加や，酸化エチレンの誘導品のグリ
コールエーテル，輸出の伸びが寄与したからであ
り，生産各社の稼働率は 107％に達することとな
った（化学経済研究所［5］1969 年 8 月臨時増刊号，
32 頁）。1969 年春ごろになりエチレンオキサイ
ド・エチレングリコール委員会は需要予測を開始
し，1973 年の需要を 306490㌧と推定したが，既
存設備と認可済みの設備の合計は，一部既存設備
のスクラップが実施されるものと合わせて
290000㌧であった。業界は，「長期需要見通しと
照合せた場合，設備調整の必要が認められない」
との考えを示した（化学工業日報社［6］1969 年
4 月 15 日）。通産省がどのような見解を示したか
については管見の限り確認できなかったが，その
後この話題が途絶えていることや，また事後的に
みてこの枠の配分通りに増設を達成している企業
もいることから，本年においても特別な問題が生
じたわけではなかったと推察される。
　1969 年の酸化エチレンの需要量は前年比約 19
％増となる約 218000㌧となった。これは，エチ
レングリコールのポリスチレンの内外需要が好調
に推移し，その他誘導品も堅調な伸びを示したた
めであった（化学経済研究所［5］1970 年 8 月臨
時増刊号 33 頁）。1970 年春ごろにエチレンオキ
サイド・エチレングリコール委員会は需要予測の
推定を開始し（化学工業日報社［6］1970 年 3 月
14 日），1974 年の需要を約 440000㌧，90％の操
業率として 489000㌧と見積もり，現有能力と既

認可能力の合計である 289000㌧から差し引き，
必要能力を 200000㌧とした。その配分にあたっ
ては，150000㌧を既存生産企業で分け，残りの
50000㌧を 1973 年末以降の稼働を条件に新規生産
企業一社に割り当てるなどの方針を固め，「通産
省に非公式に説明した」（化学工業日報社［6］
1970 年 5 月 21 日）。この時点で，新規参入を希
望する三菱化成，住友化学の両社は通産省に対し

「積極的な働きかけ」（化学工業日報社［6］1970
年 5 月 10 日）を行なっている。業界が通産省に
対し新規参入企業の設備の稼働時期と社数を限定
したことは，1967 年に通産省によって設定され
た大型化政策により，新規企業は参入時点で年産
50000㌧能力として認可されることになったので，
既存企業との能力差があまりないこと，そして既
存企業が，「急激な伸びが見込めない需要分野」
であると考えていたことなどに由来していた（化
学工業日報社［6］1970 年 5 月 21 日）。
　6 月上旬に，業界と通産省，そして三菱化成，
住友化学の両社で話合いが行われた。業界は，先
述した内容を伝えたが，通産省第一化学課長は，

「“EO（筆者注：エチレンオキサイド）業界の実
態からみて国際競争力が強化されたと判断すべき
段階に達した”として，既存業界が新規企業化計
画を受入れるよう示唆」するとともに，業界が作
成した需要予測の再検討と，8 月中までの解決を
指示した（化学工業日報社［6］1970 年 6 月 12 日）。
これまでの通産省は，既存生産企業の意向を汲み

「長期間ニューカマー」の参入を認めてこなかっ
たが，本年の通産省は三菱化成と住友化学に対す
る「認可意向が強く」（化学経済研究所［5］1970
年 11 月号，7 頁），業界としては通産省の要請を
聞き入れるより他なかった。通産省の指示を受け
て業界はすぐに作業を開始し，新たに「既存の四
社のほかに住友化学，三菱化成の両社が加わ」り
需要予測が推定されたが，既存企業と新規参入を
希望する企業との需要予測では，「十万㌧見当の
食い違いもでてい」た（化学工業日報社［6］
1970 年 6 月 18 日）。これは，既存企業の需要予
測では，新規参入企業に与える枠を少なくするた
めに予測値を低く見積もり，そして新規参入企業
の需要予測では，自社に枠が与えられるよう予測
値が高く設定された，各社の思惑が反映された結
果だと考えられる。



早稻田政治經濟學雜誌No.396，2020 年 12 月，22-38

35

　7 月上旬に開催された両製品の委員会では，新
規参入企業が推定した需要予測については「実態
にそわない」と判断し，通産省と業界が推定した
需要予測をすり合わせることを決定した（化学工
業日報社［6］1970 年 7 月 4 日）㉘。
　8 月下旬に，既存生産企業と新規参入企業，通
産省間で「六社合同協調懇話」が開催された。こ
れまでは「既存メーカーからは課長クラスの出席
者が多かった」のに対し，今回は「常務クラスが」
出席した。このことは，既存企業側がこれ以上問
題を長引かせることは得策ではないと判断したた
めだと推察される。今回の話合いでは，既存企業
側には当初主張していた新規参入企業の稼働時期
の指定について，その方針を緩和するものも現れ，
逆に新規参入企業側には「四十七年度年産五万㌧
の計画にこだわらないとの意見も」出るなど，双
方歩み寄る姿勢が見られた（化学工業日報社［6］
1970 年 8 月 27 日）。
　9 月下旬に分科会が開催された。最終的に 1974
年の増設枠は 240000㌧に引上げられ，そのうち
50000㌧を三菱化成，住友化学の両社で分け㉙，
残る190000㌧を既存企業で分配することが決定し，
両企業は1974年にスタートすることとなった（化
学工業日報社［6］1970 年 9 月 25 日）。しかしそ
の後，エチレン設備の新増設計画も繰延べられて
いることや，エチレンオキサイドの需要の伸びが
鈍化している状況に鑑み，これまで決定していた
増設計画を「回避しようとの意見が強く」なり，

「各社とも個々に関係会社の意向を打診」するこ
ととなった（化学工業日報社［6］1970 年 10 月
24 日）。

5.　お わ り に

　本稿では，中低圧法ポリエチレン，スチレンモ
ノマー，エチレンオキサイド各誘導品委員会と各
協調懇談会分科会での討議内容を中心に検討して
きた。以下では分析結果を，設備投資調整が円滑
に機能する条件が整っていたかどうか，という観
点から整理し，「はじめに」で挙げた先行研究と
の関係において本研究を位置づけたい。
　まず，業界内の調整機関である各誘導品委員会

や，企業間の討議を分析した結果を述べる。当該
期には，企業間の調整においてしばしば枠の配分
が困難となっていたことが明らかになった。その
理由として，既存企業が積極的な増設計画を打ち
出したことが挙げられる。これは主に，当該期に
は 30 万㌧基準が設定され，誘導品企業とってよ
り多くのエチレンを消化する必要が生じたことに
由来している。しかしそれだけでなく，1970 年
の中低圧法ポリエチレンや 1968 年のスチレンモ
ノマーの事例からは，後発企業が先発企業に生産
規模の面で後れを取らないよう行動し，調整が困
難となっていたことがわかった。
　一方投資調整が滞りなく終えた場合では，前年
の枠が翌年に持越されることで，既存企業各社が
望む増設が可能となった 1968 年のエチレンオキ
サイドのケースや，1967 年には新規参入企業を 2
社容認し，翌年には先発 3 社が「操業率を一〇％
落としてねん出する」方針を立てるなど決定した
中低圧法ポリエチレンのケースが観測された。し
かし，当該期の企業間における誘導品の投資調整
を包括的にみれば，難航したケースが少なくなか
った。
　長井［20］は，協調懇談会開催以前の高圧法ポ
リエチレン業界では，後発企業が先発企業に生産
規模で劣らないよう積極的な設備投資を望んだこ
とで，企業間の調整が困難となったと指摘してい
る。本稿が分析した時期においても，先発企業と
後発企業の能力差から，投資調整が困難となって
いた事例が見られたが，これは高度成長期を通じ
た石油化学産業における投資調整を困難なものと
する要因となっていたと考えることができる。
　次に各協調懇談会分科会や業界と通産省の折衝
を分析した結果を述べる。全体的な議論を通して，
既存企業間で増設枠を配分したい業界と，その中
に新規参入を希望する企業をねじ込みたい通産省
という構図が浮かび上がってきた。30 万㌧基準
の制定によって，大量のエチレンを消化しなけれ
ばならなくなった企業は，これまで以上に各誘導
品の計画を積極的に申請するようになり，通産省
はその対応に追われていた。
　エチレンオキサイドの設備投資調整の事例から
は，通産省が年産能力を規定した結果，業界間の
調整を複雑にさせていたことが明らかになった。
国際競争力の強化を意図してのことであったが，
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設定する時期については慎重に判断すべきだった
のではないかと考えられる。また，1970 年のエ
チレンオキサイド業界には，新たに三菱化成と住
友化学が参入することとなったが，1 社のみなら
ず 2 社参入することとなったのは通産省の「強い
意向」が存在したためであった。
　スチレンモノマーの設備投資調整の事例では，
1968 年においては出光石油化学の参入に難色を
示した業界に通産省は再検討を促し，同社の参入
が決定した。また 1969 年から 1970 年にかけては，
中部スチレンの認可にあたり通産省は業界に再度
委員会を開くよう迫り，業界が否定的な見解を示
すと「強い要請」を行い，業界として「止むを得
ない」との方向に舵を切らせた。
　1967 年 6 月に 30 万㌧基準が制定されて以降，
日本に合計 9 つの 30 万㌧以上のエチレンプラン
トが誕生し，エチレンを消化する数多くの誘導品
企業が新規参入を果たすこととなったが，その過
程は業界を中心とするものではなく通産省による
他律的な展開であったといえるだろう。「はじめ
に」で述べたように橘川［8］は，業界の秩序化，
調整能力によって政府の出番が異なるとした。各
製品の業界内での調整の有効性によって，通産省
が介入のタイミングや度合いが異なるということ
は，橘川［8］の見方と整合的であったといえる
だろう。
　このように企業間の調整が難航し，通産省の介
入が行われる背景は何であったのか。当時の需要
に対する見方は強く，新規参入企業も既存企業も
設備投資をする意欲が強かった。そのことについ
て更に調べるためには，中間製品である誘導品か
ら，最終需要品に視点を移し，需要というものが
具体的に如何なるものであったかを分析する必要
がある。その点については，別稿に委ねたい。

［注］
⑴　驛［2］は，チャルマーズジョンソンなどの研究を
「国家主導論」，小宮などの研究を「市場主導論（新古
典派経済学）」と大別した。本稿の先行研究の見方も
驛に基づいている。同論文では，本稿で言及していな
い様々な産業政策に関する研究についても，サーベイ
している。

⑵　協調懇談会は 1974 年まで開催されていた。
⑶　開始当初に設置された誘導品分科会は 4 つであった

が，その後 1966 年 2 月にポリスチレン委員会，1971

年 10 月に合成ゴム委員会，1972 年 9 月にアセトアル
デヒド，アクリロニトリル委員会が追加されている

（石油化学工業協会［15］369 頁）。
⑷　記事には，スチレン委員会の調整において，委員長

の私案が提示されずに，「結局フリートーキングの形
で意見の交換がおこなわれた」と記してある（化学工
業日報社［6］1967 年 9 月 20 日）。

⑸　この節の製品概要に関する説明は，特に断りのない
限り団体史（石油化学工業協会［14］258-268 頁）に
基づいている。

⑹　こうした表は『日本の石油化学工業 50 年データ集』
［12］にも記載があるものの，社史や業界誌に記載の
生産能力と齟齬があるところも多々存在するほか，生
産企業や記述に関しても推敲を重ねる必要があったの
で，新たに作成した次第である。

⑺　各誘導品の各年の前年比の上昇率と需要量について
は，実際に筆者が計測した数値とはわずかなズレが確
認できる年も存在したが，文献に記された内容を尊重
しそのままにしてある。

⑻　1967 年 8 月臨時増刊号の『化学経済』［5］67 頁には，
中低圧法ポリエチレンの設備能力について現有能力
142000㌧，既認可能力 121000㌧と記載があるため，
数値の間違いはないと考えられる。

⑼　今年度の増設枠の計算方法については記載がなかっ
た。1968 年 5 月 7 日の『化学工業日報』［6］には需
要量や適正稼働率，必要能力について記してあるもの
の，本文で引用した 5 月 14 日の『化学工業日報』［6］
及び 8 月臨時増刊号の『化学経済』［5］45 頁に記載
された需要量と若干の数値のズレがある。後者の 2 つ
が需要量を 452470㌧としていること，そして前掲『化
学経済』にはその内訳についても記載があることから，
こちらの数値を本文では引用した。なお，増設枠につ
いては上述した 3 つの記事で 53000㌧と記しており一
致している。

⑽　本文で引用した『化学経済』の記事には増設調整の
主体については書かれていないが，1969 年 4 月 11 日
の『化学工業日報』［6］には主体が業界であり，「こ
んごの新増設枠の配分は必要のつど，必要量だけ必要
とする企業に割当てること」を決定したとあり，本文
で示した 1969 年 11 月号『化学経済』［5］5 頁の内容
と平仄が合うため，ここでは連続した内容として扱っ
ている。

⑾　もっともチッソはポリプロピレン設備を転用して今
年の 1 月より，三菱油化は 11 月より自社技術を使用
して生産を開始しているが（化学経済研究所［5］
1969 年 11 月号，5-6 頁），恐らくこれは両企業が分科
会での認可より先に生産を開始したことを意味してい
ると考えられる。

⑿　三井石油化学が大幅な増設計画を打ち出したのは，
外国市場の開拓とこれまでにない輸出が見込まれてい
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たためであり，三菱油化は三井同様大幅な輸出を見込
んでいたこと，また後発メーカー特有の「経済ベース
に合わない」という理由を挙げている。

⒀　今回調整された増設計画を合計すると 142000㌧と
なり，本文で記した増設枠を 1000㌧上回る。当初は
既存各社に配分された 42000㌧が 41000㌧なのではな
いかと考えたが，1970 年 10 月 6 日の『化学工業日報』

［6］にも各社に 42000㌧割り振られたとの記述があり，
詳細は分からなかった。本稿では記事の内容を尊重し，
そのまま記した。

⒁　なお，1964 年の伸長率は 29％であった。
⒂　1967 年 5 月 15 日及び 6 月 24 日の『化学工業日報』
［6］には，要増設枠について 100000㌧と記述があるが，
実際には本文で引用した推定値を軸に調整が行われた
と考えられる。その理由として，本文で引用した増設
枠の 88000㌧は，必要能力である約 628000㌧から認可
枠として既に与えられている 540000㌧（化学経済研
究所［5］1967 年 8 月臨時増刊号，46 頁）を引くこと
で算出されるからである。

⒃　今回のスチレン委員会では，枠の配分だけでなく，
生産企業間の枠の譲渡についても話し合われた。三井
石油化学と住友化学が設立した日本ポリスチレンが既
認可枠と保有する 63000㌧のうち 50000㌧を住友化学
に譲渡し，日本ポリスチレンが現在生産している
35000㌧の設備を連休することが決定された。

⒄　記事では「来春に持越される公算」となっているが，
実際に持越されることから本文では「持越される」と
している。

⒅　記事には先発企業である旭ダウと三菱油化が計画を
縮小したと記してある。

⒆　なお，ポリマーについては鐘淵化学の参入が検討さ
れており，スチレン委員会は通産省に同社の参入つい
て遅らせるよう要望している。

⒇　今回配分された増設計画は次の通りである。旭ダウ
200000㌧，三菱油化 200000㌧，住友化学 90000㌧，三
井東圧 85000㌧，電気化学 80000㌧，新日本製鉄化学
80000㌧，出光石油化学 90000㌧，中部ケミカル 40000
㌧。今回の増設計画の合計は 865000㌧であるが，記
事には 877000㌧と記してあり，この数値のズレは不
明である。

㉑　同値は会計年度に変換した後の数値であり，その前
は 209600㌧である。

㉒　なお，1967 年 8 月臨時増刊号の『化学経済』［5］
47 頁によると，1967 年 6 月時点におけるエチレンオ
キサイドの合計年産能力の合計は 165000㌧となって
おり，本文で示した値と 1000㌧ほどの差があるが，
本稿では誤差の範囲として扱うこととする。

㉓　業界は日曹油化の優先的な増設を許す条件として，
「需給が混乱する懸念がある場合には，旧設備を運休」
することを課した（化学工業日報社［6］1967 年 6 月

15 日）。
㉔　同記事には，「これまで EO・EG（筆者注：エチレ

ングリコール）委員会は数回にわたって開催され，大
型化の方向で自主調整おこなってきたが，各社で意見
が対立，調整がつかず，通産省の意向を打診したとこ
ろ，再び通産省から大型化による調整要請」が出され
たことが記してある。

㉕　なお，年産 50000㌧基準の設定については，1970 年
5 月の『化学経済』［5］5 頁には「既存各社が規模効
果による競争力強化の立場から官民協調懇談会分科会
で 1 系列年産 5 万トンの内規をつくり，体制整備を続
けてきた」と記してあるが，『化学工業日報』からは
一貫して通産省が大型化を強制している様子が描かれ
ており，それらの具体的な一連の調整過程の記述が誤
りであったとは思えないため，本稿ではこちらの内容
を採用している。

㉖　この間，委員長は事態の収拾を図るため石油化学会
長に「裁定を申し入れた」が，会長は生産各社で話合
いを継続すべきと意見した（化学工業日報社［6］
1967 年 9 月 7 日）。

㉗　各記事に掲載された需要予測値と適正稼働率からは，
本文に示した 124000㌧という増設枠を算出できなか
ったが，増設枠の数値そのものに間違いはないと考え
ている。それは，本文で引用した 1968 年 3 月 30 日の

『化学工業日報』［6］のほかにも，1968 年 5 月 29 日，
7 月 9 日の『化学工業日報』にも増設枠は 124000㌧と
あり，実際に配分された今年度の合計枠も 124000㌧
となるからである。

㉘　通産省案では，1974 年の需要を 460000㌧と推定し
ており，当初業界が作成した需要予測より約 20000㌧
上回っている。

㉙　前述の通り，通産省によって設備の下限生産能力は
50000㌧と規定されたが，今回は 2 社が参入すること
になったため，その枠を両社で分けたものだと推察さ
れる。
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